
（別紙） 
平成 13 年７月５日付課法３－57 ほか 11 課共同「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」（法令解釈通達）のうち、次表の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」に欄に掲げるように改正する。 

（注）下線を付した部分が改正部分である。 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

19．06 改正                                    （法１２０１）  

 

           法 人 設 立 届 出 書 
 

※ 整 理 番 号  

（フリガナ）  

法 人 名 
 

本店又は主たる

事務所の所在地 

〒 

 

     電話(   )    ―     

納 税 地 
〒 
 
 

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                          ○印 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

税務署長殿 

 

新たに内国法人を設立した

ので届け出ます。 代 表 者 住 所 
〒 
 
     電話(   )    ―     

設 立 年 月 日 平成   年   月   日 事 業 年 度 (自)   月   日 (至)   月   日

資 本 金 又 は 

出 資 金 の 額 
円 

消費税の新設法人に該当するこ

と と な っ た 事 業 年 度 開 始 の 日 
平成  年  月  日 

名   称 所    在    地 

  

  

  

事

業

の

目

的 

(定款等に記載しているもの) 

 

 

 

(現に営んでいる又は営む予定のもの) 

支
店
・
出
張
所
・
工
場
等   

設 立 の 形 態 

１ 個人企業を法人組織とした法人である場合 
２ 合併により設立した法人である場合 
３ 新設分割により設立した法人である場合（□分割型・□分社型・□その他） 
４ 現物出資により設立した法人である場合 
５ その他(              ) 
事業主の氏名、合併により消滅した法人の名称、
分割法人の名称又は出資者の氏名、名
称 

納 税 地 事 業 内 容 等 

   

設立の形態が１～４
である場合の設立前
の個人企業、合併によ
り消滅した法人、分割
法人又は出資者の状
況    

設立の形態が２～４である場合の適格区分  適  格 ・ そ の 他

事業開始（見込み）年月日 平成    年    月    日 

「給与支払事務所等の開設届出

書」提出の有無 
有   ・   無 

氏 名  

関 与 

税 理 士 
事務所所在地  

電話（   ）    －     

 

添

付

書

類

等 

１ 定款等の写し 
２ オンライン登記情報提供制度利
用（照会番号：     ）（発行
年月日： 年 月 日）又は登記
事項証明書（履歴事項全部証明
書）、登記簿謄本 

３ 株主等の名簿 
４ 現物出資者名簿 
５ 設立趣意書 
６ 設立時の貸借対照表 
７ 合併契約書の写し 
８ 分割計画書の写し 
９ その他（      ） 

連結親 

法人名 
 

所轄税務署連結親 
法人の 
納税地 

〒 
 
 

電話（   ）   －     

 

 

連 結 親 法 人 連結子法人

設 立 し た 法

人 が 連 結 子

法 人 で あ る

場 合 

「完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類」の提出年月日 
年  月  日  年 月 日 

税 理 士 署 名 押 印 ○印

※税務署 

処理欄 
部門  

決算

期 
 

業種 

番号 
 入力  名簿  通信日付印 年  月  日 

確認

印 
   

（

規

格

Ａ

４

） 

18．06 改正                                    （法１２０１）   

 

           法 人 設 立 届 出 書 
 

※ 整 理 番 号  

（フリガナ）  

法 人 名 
 

本店又は主たる

事務所の所在地 

〒 

 

     電話(   )    ―     

納 税 地 
〒 
 
 

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                          ○印

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

税務署長殿

 

新たに内国法人を設立した

ので届け出ます。 代 表 者 住 所 
〒 
 
     電話(   )    ―     

設 立 年 月 日 平 成   年   月   日 事 業 年 度 (自)  月  日 (至)  月  日 

資 本 金 又 は

出 資 金 の 額
円

消費税の新設法人に該当すること

と な っ た 事 業 年 度 開 始 の 日
平成  年  月  日

名   称 所    在    地 

  

  

  

事

業

の

目

的 

(定款等に記載しているもの) 

 

 

 

(現に営んでいる又は営む予定のもの) 

支
店
・
出
張
所
・
工
場
等   

設 立 の 形 態

１ 個人企業を法人組織とした法人である場合 
２ 合併により設立した法人である場合 
３ 新設分割により設立した法人である場合（□分割型・□分社型・□その他） 
４ 現物出資により設立した法人である場合 
５ その他(              ) 
事業主の氏名、合併により消滅した法人の名称、
分割法人の名称又は出資者の氏名、名称 納 税 地 事 業 内 容 等 

   

設立の形態が１～４
である場合の設立前
の個人企業、合併によ
り消滅した法人、分割
法人又は出資者の状
況 

   

合 併 等 期 日 平成  年  月  日 適格区分 適格・その他 

事業開始（見込み）年月日 平成    年    月    日 

「給与支払事務所等の開設届出

書」提出の有無 
有   ・   無 

氏 名  

関 与

税 理 士 事務所所在地

電話（   ）    －     

 

添

付

書

類

等 

１ 定款等の写し 
２ オンライン登記情報提供制度
利用（照会番号：     ）
（発行年月日： 年 月 日）
又は登記事項証明書（履歴事項
全部証明書）、登記簿謄本 

３ 株主等の名簿 
４ 現物出資者名簿 
５ 設立趣意書 
６ 設立時の貸借対照表 
７ 合併契約書の写し 
８ 分割計画書の写し 
９ その他（      ） 

連結親

法人名
 

所轄税務署連結親
法人の
納税地

〒 
 
 

電話（   ）   －     

 

 

連結親法人 連結子法人

設立した法人

が連結子法人

で あ る 場 合

「完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類」の提出年月日 
年 月 日  年 月 日 

税 理 士 署 名 押 印 ○印

※税務署

処理欄
部門  

決算

期 
 

業種

番号
 入力  名簿  通信日付印 年  月  日

確認

印 
   

 

（

規

格

Ａ

４

） 

―
 2 ―

sano
テキストボックス



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 

 

法人設立届出書の記載要領等 
 

 内国法人である普通法人又は協同組合等（法人税法別表第３に掲げる法人）を設立した場合には、その設立の日以後２月以内に
法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっておりますので、下記の記載方法を参考としてこの

届出書を作成し、添付書類を添えて提出してください。 

記 

１ 提出部数及び添付書類等 

 この届出書は、次に掲げる書類を添付して１通提出してください。 

 なお、資本金１億円以上の内国普通法人の場合は２通提出してください。 
 ①  定款、寄付行為、規則又は規約（以下「定款等」といいます。）の写し 
 ② 「オンライン登記情報提供制度」（http://www.touki.or.jp）を利用した場合には、（照会番号    ）及び（発行年月日：

年 月 日）欄に「照会番号」及び「発行年月日」を記載してください。この場合には、登記事項証明書（履歴事項全部証明

書）又は登記簿謄本の添付は不要です。

また、当該照会番号を記載して、「電子申告・納税等開始（変更等）届出書」を送信（提出）して e－Tax によりこの届出書

をオンラインで提出することもできます（その他の添付書類については、別途提出していただく必要があります。）。
 ③ 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員、その他法人の出資者（以下「株主等」といいます。）の名簿（次の

様式によってください。） 

 氏   名 住    所 株数又は 
口  数 

金   額  役職名及び当該法人の役員 
又は、他の株主等との関係 

 

          円   

 ④ 現物出資をした者の氏名、出資の金額及び出資の目的物の明細を記載した書類 
 ⑤ 設立趣意書 
 ⑥ 設立の時における貸借対照表 
 ⑦ 合併により法人を設立した場合における合併契約書の写し 
 ⑧ 分割により法人を設立した場合における分割計画書の写し 
２ 各欄の記載方法 

 (1) 「本店又は主たる事務所の所在地」欄には、登記してある本店又は主たる事務所の所在地を記載してください。 

 (2) 「代表者氏名」欄には、法人を代表する者の氏名を、「代表者住所」欄には、その代表者の住所地を記載してください。 

 (3) 「設立年月日」欄には、登記簿に記載されている登記年月日を記載してください。 

  (注)  合併又は新設分割により設立した法人である場合には、新設合併設立法人又は新設分割設立法人の設立登記の日を記

載してください。 

 (4) 「事業の目的」欄には、定款等に記載されている事業の目的のうちその主なもの及び現に営んでいる事業又は営む予定の

事業の種類を記載してください。 

 (5) 「事業年度」欄には、法令、定款等により定められている会計期間を記載してください。 

 (6) 「資本金又は出資金の額」欄には、登記した資本金の額又は出資金額を記載してください。 

 (7) 「消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日」欄には、設立時の資本金の額又は出資金額が１千万円以

上である場合にその設立年月日を記入してください。この欄に設立年月日を記入した場合には、「消費税の新設法人に該当す

る旨の届出書」を提出する必要はありません。 

  (注)  新規に設立された法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資金の額が１千万円以上である法

人は、基準期間のない課税期間（一般的には、設立第１期目及び第２期目）について、消費税の納税義務の免除の規定

の適用はありませんので、消費税の確定申告書を提出する必要があります。 

なお、基準期間の課税売上高を計算できる課税期間（一般的には、設立第３期目）からは、原則どおり基準期間の課

税売上高により納税義務の有無を判定します。 

このため、設立第３期目以降において基準期間の課税売上高による判定では納税義務が免除される場合でも、消費税の

課税事業者となることを選択しようとするときには、改めて「消費税課税事業者選択届出書（第１号様式）」を、その選

択しようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。これを提出していない場合には確定申告をすれば

消費税の還付を受けられるとしても、確定申告をすることはできませんので、ご注意ください。 

 (8) 「支店、出張所、工場等」欄には、支店の登記の有無にかかわらずすべての支店、出張所、営業所、事務所、工場等を記

載してください。 

 (9) 「設立の形態」欄には、該当する形態の番号を○で囲んでください。 

  新設分割により設立した法人である場合には、当該分割が、法人税法第２条第 12 号の９（分割型分割）に該当する場合には

「分割型」、同第 12 号の 10（分社型分割）に該当する場合には「分社型」、又は分割承継法人の株式等を分割法人及び分割法人

の株主等のいずれにも交付するものである場合には「その他」のそれぞれ□にレ点を付してください。 

    なお、個人企業を法人組織とした法人である場合又は合併により設立した法人である場合には、「設立の形態が１から４

である場合の設立前の個人、合併により消滅した法人、分割法人又は出資者の状況」欄に、個人企業当時の事業主の氏名又

は合併により消滅した法人の名称、納税地及び事業内容等を記載してください。 

  

 

 

 

 (10) 「適格区分」欄は、「設立の形態」が２から４である場合に、その合併、分割又は現物出資が、法人税法第２条第 12 号の

８（適格合併）、同第 12 号の 11（適格分割）又は同第 12 号の 14（適格現物出資）に該当する場合には「適格」、該当しない場

合には「その他」の文字を○で囲んでください。 

 (11) 「事業開始（見込み）年月日」欄には、設立後、事業開始した年月日又は事業開始見込みの年月日を記載してください。

 (12) 「『給与支払事務所等の開設届出書』提出の有無」欄には、その提出の有無のいずれかの該当のものを○で囲んでくださ

い（既に別途に提出している場合は「有」を○で囲んでください。）。 
    （注）給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等を設けた場合には、その事務所等を設けた日から１月以内に当該事務所等の所在地等の所轄税務署長に提出し

なければならないことになっております。 

 (13) 「関与税理士」欄には、関与税理士の氏名及び事務所所在地を記載してください。 

 (14) 「添付書類」欄は、この届出書に添付したものの番号を○で囲んでください。 

 (15) 「設立した法人が連結子法人である場合」欄は、設立と同時に連結子法人となった場合に記載してください。それ以外の

場合は記入しないでください。 

      なお、連結子法人である場合には、「完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類」を別途提出する必要があ

ります。 

 (16) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してください

 (17) 「※」欄は、記入しないでください。  

法人設立届出書の記載要領等 
 

 内国法人である普通法人又は協同組合等（法人税法別表第３に掲げる法人）を設立した場合には、その設立の日以後２月以内に
法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっておりますので、下記の記載方法を参考としてこの

届出書を作成し、添付書類を添えて提出してください。 

記 

１ 提出部数及び添付書類等 

 この届出書は、次に掲げる書類を添付して１通提出してください。 

 なお、資本金１億円以上の内国普通法人の場合は２通提出してください。 
 ①  定款、寄付行為、規則又は規約（以下「定款等」といいます。）の写し 
 ② 「オンライン登記情報提供制度」（http://www.touki.or.jp）を利用した場合には、（照会番号    ）及び（発行年月日：

年 月 日）欄に「照会番号」及び「発行年月日」を記載してください。この場合には、登記事項証明書（履歴事項全部証明

書）又は登記簿謄本の添付は不要です。

また、当該照会番号を記載して、「電子申告・納税等開始（変更等）届出書」を送信（提出）して e－Tax によりこの届出書

をオンラインで提出することもできます（その他の添付書類については、別途提出していただく必要があります。）。
 ③ 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員、その他法人の出資者（以下「株主等」といいます。）の名簿（次の

様式によってください。） 

氏   名 住    所 株数又は 
口  数 

金   額  役職名及び当該法人の役員 
又は、他の株主等との関係

          円  

 ④ 現物出資をした者の氏名、出資の金額及び出資の目的物の明細を記載した書類 
 ⑤ 設立趣意書 
 ⑥ 設立の時における貸借対照表 
 ⑦ 合併により法人を設立した場合における合併契約書の写し 
 ⑧ 分割により法人を設立した場合における分割計画書の写し 
２ 各欄の記載方法 

 (1) 「本店又は主たる事務所の所在地」欄には、登記してある本店又は主たる事務所の所在地を記載してください。 

 (2) 「代表者氏名」欄には、法人を代表する者の氏名を、「代表者住所」欄には、その代表者の住所地を記載してください。 

 (3) 「設立年月日」欄には、登記簿に記載されている登記年月日を記載してください。 

 (4) 「事業の目的」欄には、定款等に記載されている事業の目的のうちその主なもの及び現に営んでいる事業又は営む予定の

事業の種類を記載してください。 

 (5) 「事業年度」欄には、法令、定款等により定められている会計期間を記載してください。 

 (6) 「資本金又は出資金の額」欄には、登記した資本金の額又は出資金額を記載してください。 

 (7) 「消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日」欄には、設立時の資本金の額又は出資金額が１千万円以

上である場合にその設立年月日を記入してください。この欄に設立年月日を記入した場合には、「消費税の新設法人に該当す

る旨の届出書」を提出する必要はありません。 

  (注)  新規に設立された法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資金の額が１千万円以上である法

人は、基準期間のない課税期間（一般的には、設立第１期目及び第２期目）について、消費税の納税義務の免除の規定

の適用はありませんので、消費税の確定申告書を提出する必要があります。 

なお、基準期間の課税売上高を計算できる課税期間（一般的には、設立第３期目）からは、原則どおり基準期間の課

税売上高により納税義務の有無を判定します。 

このため、設立第３期目以降において基準期間の課税売上高による判定では納税義務が免除される場合でも、消費税の

課税事業者となることを選択しようとするときには、改めて「消費税課税事業者選択届出書（第１号様式）」を、その選

択しようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。これを提出していない場合には確定申告をすれば

消費税の還付を受けられるとしても、確定申告をすることはできませんので、ご注意ください。 

 (8) 「支店、出張所、工場等」欄には、支店の登記の有無にかかわらずすべての支店、出張所、営業所、事務所、工場等を記

載してください。 

 (9) 「設立の形態」欄には、該当する形態の番号を○で囲んでください。 

  新設分割により設立した法人である場合には、当該分割が、法人税法第２条第 12 号の９（分割型分割）に該当する場合には

「分割型」、同第 12 号の 10（分社型分割）に該当する場合には「分社型」、又は分割承継法人の株式等を分割法人及び分割法人

の株主等のいずれにも交付するものである場合には「その他」のそれぞれ□にレ点を付してください。 

    なお、個人企業を法人組織とした法人である場合又は合併により設立した法人である場合には、「設立の形態が１から４

である場合の設立前の個人、合併により消滅した法人、分割法人又は出資者の状況」欄に、個人企業当時の事業主の氏名又

は合併により消滅した法人の名称、納税地及び事業内容等を記載してください。 

 (10) 「合併等期日」欄には、「設立の形態」が２又は３である場合に、それぞれ形態に応じて次に記載した日を記載してくだ

さい。 

設  立  の  形  態 合  併  等  期  日  

合併により設立した法人である場合 合併契約書において合併期日として定めた日 

新設分割により設立した法人である場合 分割計画書において分割期日として定めた日 

 (11) 「適格区分」欄は、「設立の形態」が２から４である場合に、その合併、分割又は現物出資が、法人税法第２条第 12 号の

８（適格合併）、同第 12 号の 11（適格分割）又は同第 12 号の 14（適格現物出資）に該当する場合には「適格」、該当しない場

合には「その他」の文字を○で囲んでください。 

 (12) 「事業開始（見込み）年月日」欄には、設立後、事業開始した年月日又は事業開始見込みの年月日を記載してください。

 (13) 「『給与支払事務所等の開設届出書』提出の有無」欄には、その提出の有無のいずれかの該当のものを○で囲んでくださ

い（既に別途に提出している場合は「有」を○で囲んでください。）。 
    （注）給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等を設けた場合には、その事務所等を設けた日から１月以内に当該事務所等の所在地等の所轄税務署長に提出し

なければならないことになっております。 

 (14) 「関与税理士」欄には、関与税理士の氏名及び事務所所在地を記載してください。 

 (15) 「添付書類」欄は、この届出書に添付したものの番号を○で囲んでください。 

 (16) 「設立した法人が連結子法人である場合」欄は、設立と同時に連結子法人となった場合に記載してください。それ以外の

場合は記入しないでください。 

      なお、連結子法人である場合には、「完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類」を別途提出する必要があ

ります。 

 (17) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してください

 (18) 「※」欄は、記入しないでください。  
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改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 
 
 
   （新 設） 

         国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合
の届出書・国内事業管理親法人株式の数の
増加又は減少があった場合の届出書 

※整理番号  

（フリガナ）  

法 人 名  

本店又は主たる 

事務所の所在地 

〒 

納 税 地 

〒 

 

     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                        

（フリガナ）  

責 任 者 氏 名                          ○印 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

 

 

       税務署長殿 

責 任 者 住 所 

〒 

 

     電話(   )    －     

    
国内事業管理親法人株式の              ので届け出ます。 

 

事 業 年 度 自 平成  年  月  日   ～   至 平成  年  月  日 

交付を受けた日 交付を受けた株式の銘柄 
交付の基因と 
なった事実 

交付を受けた株式の数 
（又は出資の金額） 

交付を受けた日の属する事業年
度終了の時に有する株式の数

（又は出資の金額） 

平成  年  月  日  
□ 合 併 
□ 分割型分割 
□ 株 式 交 換 

  

交
付
を
受
け
た
場
合 

平成  年  月  日  
□ 合 併 
□ 分割型分割 
□ 株 式 交 換 

  

事 業 年 度 自 平成  年  月  日   ～   至 平成  年  月  日 

増加又は減少 
があった日 

増加又は減少した株式の銘柄 
増加又は減少した株式 

の数（又は出資の金額）

増加又は減少の
基因となった事実 

増加又は減少があった日の属す
る事業年度終了の時に有する株
式の数（又は出資の金額） 

平成  年  月  日     

増
加
又
は
減
少
が
あ
っ
た
場
合 平成  年  月  日     

参 

考 

事 

項 

 

税 理 士 署 名 押 印                                       ○印  

※税務署 

処理欄 
部門  

決算 

 期 
 

業種 

番号 
 入力  名簿  通信日付印 年  月  日 

確認

印 
  

19．06  

交付を受けた 

数の増加又は減少があった 

（

規

格

Ａ

４

） 
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改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
 

 
 
 
 
   （新 設） 

 

国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合の 

届出書・国内事業管理親法人株式の数の増加又 

は減少があった場合の届出書の記載要領等 

 

  国内に恒久的施設を有する外国法人(法人税法第 141 条第１号から第３号までに規定するものをいいます。以下

同じです。)が、国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合又は既に有する国内事業管理親法人株式の数の増加

又は減少があった場合には、その交付を受けた日又はその増加若しくは減少のあった日の属する事業年度終了の日

の翌日から２月以内に、その事業年度終了の時に有する国内事業管理親法人株式の銘柄及び数等を記載した届出書

を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっていますので、下記の記載方法等を参考としてこ

の届出書を作成し提出してください。 

 (注) 国内事業管理親法人株式とは、国内に恒久的施設を有する外国法人が、国内において行う事業に係る資産と

して管理し、かつ、国内の恒久的施設において管理する株式（以下、「国内事業管理株式」といいます。）を有

する場合において、内国法人が行う合併、金銭等不交付分割型分割、株式交換（それぞれ法人税法第 61 条の

２第２項、第４項、第９項に規定するものに限ります。）により、当該国内事業管理株式に対応して交付を受

けた合併親法人株式等（外国法人の株式に限ります。）をいいます。 

 

記 

 １ 届出書の提出部数 

   この届出書は、２通を納税地（３の「各欄の記載方法」により記載した納税地）の所轄税務署長に提出してく

ださい。 

 ２ この届出書は、国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合とその数の増加又は減少があった場合に使用する

ことになっていますので、いずれか一方の不要文字を抹消して使用してください。 

   なお、同時に双方の届出を行う場合には、抹消は不要です。 

 ３ 各欄の記載方法 

    (1) 「納税地」欄は、国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもののうちその主たるものの所在地（た

だし、国税局長又は国税庁長官からの納税地の指定を受けている場合には、その指定を受けている納税地）

を記載してください。 

  (2) 「責任者氏名」欄には、国内において行う事業又は国内にある資産の管理の責任者の氏名を､｢責任者住所｣

欄には、その者の住所を記載してください。 

  (3) 「交付の基因となった事実」欄には、いずれか該当する□にレ印を付してください。 

  (4) 「交付を受けた日」及び「事業年度」の各欄には、国内事業管理親法人株式の交付を受けた日及びその日

の属する当該外国法人の事業年度を記載してください。 

  (5) 「交付を受けた株式の銘柄」及び「交付を受けた株式の数（又は出資の金額）」の各欄には、交付を受け

た国内事業管理親法人株式の銘柄及び数（出資にあっては金額。以下同じです。）を記載してください。 

  (6) 「増加又は減少の基因となった事実」欄には、既に有する国内事業管理親法人株式の数が増加又は減少す

ることとなった事由を、例えば、「株式分割」、「第三者への譲渡」、「本店移管」又は「株式併合」と記載して

ください。 

  (7) 「増加又は減少があった日」及び「事業年度」の各欄には、既に有する国内事業管理親法人株式の増加又

は減少があった日及びその日の属する当該外国法人の事業年度を記載してください。 

  (8) 「増加又は減少した株式の銘柄」、「増加又は減少した株式の数（又は出資の金額）」及び「増加又は減

少があった日の属する事業年度終了の時に有する株式の数（又は出資の金額）」の各欄には、既に有する国

内事業管理親法人株式の銘柄、増加又は減少した数（その増加又は減少があった日の属する事業年度中にお

ける合計）及び当該事業年度終了の時に有する数を記載してください。 

  (9) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押

印してください。 

   (10) 「※」欄は、記載しないでください。 
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改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

収益事業開始届出書の記載要領等 
 

 公益法人等又は人格のない社団等が新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後２月以内に収益事業

開始届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっておりますので、下記の記載要領等を参考

としてこの届出書を作成し、添付書類を添えて提出してください。 

 

記 

１ 収益事業開始届出書を提出しなければならない法人等 

 (1) 内国法人である公益法人等（法人税法別表第２に掲げる法人）又は人格のない社団等が収益事業を開始した

場合 

 (2) 外国法人である公益法人等又は人格のない社団等が国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有するこ

ととなった場合 

２ 収益事業開始届出書の提出部数及び添付書類 

  この届出書は、次に掲げる書類を添付して１通（外国法人である公益法人等又は人格のない社団等の場合は２通）

 提出してください。 

 (1) 収益事業の概要を記載した書類 

 (2) 収益事業開始の日又は国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなった時における収益事

業についての貸借対照表 

（削 除） 

 ３ 各欄の記載方法 

 (1) 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業を開始した場合には、次により記載します。 

  イ 「本店又は主たる事務所の所在地」欄は、次により記載します。 

   (ｲ) 公益法人等にあっては、登記してある主たる事務所の所在地を記載してください。 

   (ﾛ) 人格のない社団等にあっては、本店又は主たる事務所の所在地の定めがある場合にはその定められた所在

地、これらの定めがない場合には主たる事業場の所在地（移動販売業等のように事業場が転々移動する場合

において、その事業の本拠として代表者又は管理人が駐在し、当該社団等の行う業務を企画し、経理を統括

している場所があるときはその場所とし、その場所が転々移転するときは代表者又は管理人の住所とする｡)

を記載してください。 

  ロ 「代表者氏名」欄には、公益法人等又は人格のない社団等を代表する者の氏名を記載してください。ただし、

   人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものにあっては管理人の氏名を記載してくださ

い。 

  ハ 「事業の目的」欄には、公益法人等又は人格のない社団等の本来の事業目的を記載してください。 

  ニ 「事業年度」欄には、公益法人等又は人格のない社団等の事業年度を記載してください。 

  ホ 「収益事業の種類」欄には、公益法人等又は人格のない社団等が営んでいる収益事業の種類を具体的に記載

してください。 

  ヘ 「『給与支払事務所等の開設届出書』の提出の有無」欄には、その提出の有無のいずれか該当のものを○で

囲んでください（既に別途に提出している場合も含みます｡）｡ 

    (注) 給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等を設けた場合には、その事務所等を設けた日から１月

以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を当該事務所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければな

らないことになっております。 

  ト 「(備考)｣欄には、その他参考となる事項を記載してください。 

  チ 「添付書類」欄には、この届出書に添付したものを○で囲んで表示してください。 

 (2) 外国法人である公益法人等又は人格のない社団等が国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有するこ

ととなった場合は､｢内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業を開始した場合」に準じて記

載しますが、次の点に注意してください。 

  イ 「納税地」欄は、次により記載します。 

(ｲ) その法人が国内に恒久的施設を有する外国法人(法人税法第 141 条第１号から第３号までに規定するもの)

に該当するときは、その収益事業についての国内にある事務所、事業所、その他これらに準ずるもののうち

その主たるものの所在地を納税地として記載してください。 

(ﾛ) その法人が(ｲ)以外で不動産の貸付け等の対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く｡)を受ける法人

に該当するときは、その貸付け等をしている資産のうち主たる資産の所在地を納税地として記載してくださ

い。 

(ﾊ) その法人が(ｲ)及び(ﾛ)以外のものである場合には、その法人が法人税に関する申告、請求その他の行為を

する場所として選択した場所を納税地として記載してください。 

  ロ 「収益事業開始日」欄には、国内において行う収益事業開始の日を記載してください。 

 (3)  「関与税理士」欄には、関与税理士の氏名及び事務所所在地を記載してください。 

 (4)  「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 

 (5)  「※」欄は記載しないでください。 

収益事業開始届出書の記載要領等 
 

 公益法人等又は人格のない社団等が新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後２月以内に収益事業

開始届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっておりますので、下記の記載要領等を参考

としてこの届出書を作成し、添付書類を添えて提出してください。 

 

記 

１ 収益事業開始届出書を提出しなければならない法人等 

 (1) 内国法人である公益法人等（法人税法別表第２に掲げる法人）又は人格のない社団等が収益事業を開始した

場合 

 (2) 外国法人である公益法人等又は人格のない社団等が国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有するこ

ととなった場合 

２ 収益事業開始届出書の提出部数及び添付書類 

  この届出書は、次に掲げる書類を添付して１通（外国法人である公益法人等又は人格のない社団等の場合は２通）

 提出してください。 

 (1) 収益事業の概要を記載した書類 

 (2) 収益事業開始の日又は国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなった時における収益事

業についての貸借対照表 

 (3) 本店又は主たる事務所の所在地の略図 

３ 各欄の記載方法 

 (1) 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業を開始した場合には、次により記載します。 

  イ 「本店又は主たる事務所の所在地」欄は、次により記載します。 

   (ｲ) 公益法人等にあっては、登記してある主たる事務所の所在地を記載してください。 

   (ﾛ) 人格のない社団等にあっては、本店又は主たる事務所の所在地の定めがある場合にはその定められた所在

地、これらの定めがない場合には主たる事業場の所在地（移動販売業等のように事業場が転々移動する場合

において、その事業の本拠として代表者又は管理人が駐在し、当該社団等の行う業務を企画し、経理を統括

している場所があるときはその場所とし、その場所が転々移転するときは代表者又は管理人の住所とする｡)

を記載してください。 

  ロ 「代表者氏名」欄には、公益法人等又は人格のない社団等を代表する者の氏名を記載してください。ただし、

   人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものにあっては管理人の氏名を記載してくださ

い。 

  ハ 「事業の目的」欄には、公益法人等又は人格のない社団等の本来の事業目的を記載してください。 

  ニ 「事業年度」欄には、公益法人等又は人格のない社団等の事業年度を記載してください。 

  ホ 「収益事業の種類」欄には、公益法人等又は人格のない社団等が営んでいる収益事業の種類を具体的に記載

してください。 

  ヘ 「『給与支払事務所等の開設届出書』の提出の有無」欄には、その提出の有無のいずれか該当のものを○で

囲んでください（既に別途に提出している場合も含みます｡）｡ 

    (注) 給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等を設けた場合には、その事務所等を設けた日から１月

以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を当該事務所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければな

らないことになっております。 

  ト 「(備考)｣欄には、その他参考となる事項を記載してください。 

  チ 「添付書類」欄には、この届出書に添付したものを○で囲んで表示してください。 

 (2) 外国法人である公益法人等又は人格のない社団等が国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有するこ

ととなった場合は､｢内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業を開始した場合」に準じて記

載しますが、次の点に注意してください。 

  イ 「納税地」欄は、次により記載します。 

(ｲ) その法人が国内に恒久的施設を有する外国法人(法人税法第 141 条第１号から第３号までに規定するもの)

に該当するときは、その収益事業についての国内にある事務所、事業所、その他これらに準ずるもののうち

その主たるものの所在地を納税地として記載してください。 

(ﾛ) その法人が(ｲ)以外で不動産の貸付け等の対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く｡)を受ける法人

に該当するときは、その貸付け等をしている資産のうち主たる資産の所在地を納税地として記載してくださ

い。 

(ﾊ) その法人が(ｲ)及び(ﾛ)以外のものである場合には、その法人が法人税に関する申告、請求その他の行為を

する場所として選択した場所を納税地として記載してください。 

  ロ 「収益事業開始日」欄には、国内において行う収益事業開始の日を記載してください。 

 (3)  「関与税理士」欄には、関与税理士の氏名及び事務所所在地を記載してください。 

 (4)  「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 

 (5)  「※」欄は記載しないでください。 

―
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テキストボックス



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 

 

※整理番号   

         異 動 届 出 書 
 

※連結グループ整理番号   

（フリガナ）  
提出法人 

法 人 等 の 名 称 
 

（フリガナ）  

本店又は主たる

事務所の所在地

〒 

     

 電話（   ）    －    

（フリガナ）  

納 税 地 
〒 

(フリガナ) 

代 表 者 氏 名 ○印 

（フリガナ）  

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

 

税務署長殿 

次の事項について異動したので届

け出ます。 

□ 

連
結
子
法
人
と
な
る
法
人 

□ 

連
結
子
法
人 

□ 

連
結
親
法
人
と
な
る
法
人 

□ 

連
結
親
法
人 

□ 

単
体
法
人 

代 表 者 住 所 
〒 

（フリガナ） 
整理番号  

法 人 名 

 

 

部 門  納 税 地 
 

(本店又は主たる 
 

事務所の所在地) 

〒        (   局   署) 
 
 

     電話(   )    －    
決 算 期  

（フリガナ） 
業種番号  

代 表 者 氏 名  

整 理 簿  

異 

動 

の 

あ 

っ 

た 

□ 

連
結
子
法
人 

□ 

連
結
子
法
人
と
な
る
法
人 

異 

動 

の 

あ 

っ 

た 

法 

人 

に 

係 

る 

□ 

連
結
親
法
人 

□ 

連
結
親
法
人
と
な
る
法
人 

（
提
出
法
人
の
場
合
は
記
載
不
要
） 

代 表 者 住 所 

〒          
 
       

 

※

税

務

署

処

理

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課

異 動 事 項 等 異 動 前 異 動 後 
異動年月日 

（登記年月日） 

    

所 轄 税 務 署 税 務 署 税 務 署 
 

 
事業年度を変更した場合 変更後最初の事業年度：(自)平成    年    月    日 ～ (至)平成    年    月    日

合併、分割の場合 合 併 □ 適格合併 □ 非適格合併 分 割 
□ 分割型分割 ： □ 適 格 □ その他 

□ 分社型分割 ： □ 適 格 □ その他 

(備 考) 
 
 

 税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 

※ 税 務 署 処 理 欄 部門  
決算

期 
 

業種

番号
 入力  名簿  

19．06改正                                        （法１２０４）  

（

規

格

Ａ

４

） 

※整理番号   

         異 動 届 出 書 
 

※連結グループ整理番号  

（フリガナ）  
提出法人 

法 人 等 の 名 称 
 

本店又は主たる 

事務所の所在地 

〒 

 

     電話（   ）    －     

納 税 地 

〒 

 

      

(フリガナ) 

代 表 者 氏 名 ○印 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

 

税務署長殿 

次の事項について異動したので届

け出ます。 

□ 

連
結
子
法
人
と
な
る
法
人 

□ 

連
結
子
法
人 

□ 

連
結
親
法
人
と
な
る
法
人 

□ 

連
結
親
法
人 

□ 

単
体
法
人 

代 表 者 住 所 

〒 

 

 

（フリガナ）
整理番号  

法 人 名

 

 

部 門  納 税 地
 

(本店又は主たる
 

事務所の所在地)

〒        (   局   署) 
 
 
     電話(   )    －    

決 算 期  

（フリガナ）
業種番号  

代 表 者 氏 名  

整 理 簿  

異 

動 

の 

あ 

っ 

た 

□ 

連
結
子
法
人 

□ 

連
結
子
法
人
と
な
る
法
人

異 

動 

の 

あ 

っ 

た 

法 

人 

に 

係 

る 

□ 

連
結
親
法
人 

□ 

連
結
親
法
人
と
な
る
法
人

（
提
出
法
人
の
場
合
は
記
載
不
要
） 

代 表 者 住 所 

〒          
 
       

 

※

税

務

署

処

理

欄 

回 付 先
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課

異 動 事 項 等 異 動 前 異 動 後 異動年月日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所 轄 税 務 署 税 務 署 税 務 署
 

 
(備 考) 

 

 

 

 

添

付

書

類 

 
１ 定款等の写し 
２ 登記事項証明書（履歴事項全部証明
書又は履歴事項一部証明書）又は登記
簿謄本若しくは抄本 

３ 合併契約書の写し 
４ 分割計画書又は分割契約書の写し 
５ その他（         ） 

 税 理 士 署 名 押 印                                        ○印 

※ 税 務 署 処 理 欄 部門  
決算

期 
 

業種 

番号 
 入力  名簿  

17．06改正                                       （法１２０４）  

（

規

格

Ａ

４

） 

―
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テキストボックス



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

異動届出書の記載要領等 

 
１ この届出書は、法人（国及び地方公共団体の特別会計、連結納税を申請中の法人を含む。）が事業年度等の変更、

納税地の異動、資本金額等の異動、商号の変更、代表者の変更、事業目的の変更、会社の合併、会社の分割による

事業の譲渡若しくは譲受け、会社の解散・清算結了、支店、工場等の異動等をした場合に、これを所轄の税務署長

に届け出るときに使用してください。 

 (注) 会社の合併又は分割により新たに設立した法人が、「法人設立届出書」を届け出る場合には、当該届出書の届

出は必要ありません。 

２ この届出書は次の提出先にそれぞれ１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 (1) 納税地の異動があった場合（提出法人：納税地を異動した法人） 

異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長 

 (2) 連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地に異動があった場合（提出法人：連結親法人） 

① 連結親法人の納税地の所轄税務署長 

② 異動のあった連結子法人の異動前の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長 

③ 異動のあった連結子法人の異動後の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長 

  (注) 上記①～③のすべてに提出していただくことになります。 

 (3) 上記(1)及び(2)以外の異動があった場合（提出法人：異動のあった法人） 

   異動のあった法人の納税地（連結子法人の場合は、本店又は主たる事務所の所在地）の所轄税務署長 

３ 各欄は、次により記載してください。 

 (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地（本店又は主た

る事務所の所在地）」、「代表者氏名」、及び「代表者住所」を記載してください。 

 (2) 「異動のあった□連結子法人等」欄には、次の場合に応じて該当する□にレ印を付すとともに、当該法人の「法

人名」、「納税地（本店又は主たる事務所の所在地）」、「代表者氏名」及び「代表者住所」を記載してください。

  ① 提出法人が連結親法人（又は連結親法人となる法人）の場合は、異動のあった連結子法人（又は連結子法人

となる法人）の□にレ印を付してください。 

② 提出法人が連結子法人（又は連結子法人となる法人）の場合は、異動のあった法人に係る連結親法人（又は

連結親法人となる法人）の□にレ印を付してください。    

 (3) 会社の合併等に係る異動の場合は、「異動事項等」の各欄は、次の記載事項により記載してください。 

  イ 本店又は主たる事務所の所在地の異動の場合 

異 動 事 項 等 異 動 前 異 動 後 異動(登記)年月日 

本店又は主たる 

事務所の所在地 

(連結子法人) 

 

 

 

○○○ △△△ □□  

 

△△△ □□□ ○○ 

 

1９・○・○ 

  ロ 吸収合併の場合（被合併法人）       

異 動 事 項 等 異 動 前 異 動 後 異動(登記)年月日 

吸 収 合 併 

 

 合併法人 ㈱ ○○○ 

（△△市××町  ） 

（合併期日） 

1９ ・ ○ ・ ○ 

    （注）連結子法人が合併等で連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなった場合は、別途「連結完

全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類」を提出してください。 

ハ 新設合併の場合（被合併法人）       

異 動 事 項 等 異 動 前 異 動 後 異動(登記)年月日 

新 設 合 併 

 

 新設合併設立法人 

 ㈱ ◇◇◇ 

（○○市××町  ） 

 

1９ ・ ○ ・ ○ 

   (注)新設分割型分割についても｢異動年月日｣欄には、新設分割設立法人の設立登記の日を記載してください

(4) 「所轄税務署」欄には、納税地を異動した場合のみ記入してください。 

 (5)  ｢合併、分割の場合｣欄には、該当する□にレ印を付してください。また、分割の場合には、分割型分割、分

社型分割の区分のほか、適格分割に該当するかどうかの区分も□にレ印を付してください。 

(6) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印し

てください。 

 (7) 「※」欄は、記載しないでください。 

４ 異動事項の内容確認のため、登記事項証明書、定款等の写しを確認させていただく場合があります。 

異動内容を記載
(転出)法務局の

本店移転登記

の日を記載
連結法人の場合、異動事項等の該当

する法人の親・子の関係を記載

合併法人の名称及び

本店所在地を記載 

合併契約書において合併の効力

発生日と定めた日を記載

新設合併設立法人の名称

及び本店所在地を記載

新設合併設立法人の設立登記

の日を記載

異動届出書の記載要領等 

 
１ この届出書は、法人（国及び地方公共団体の特別会計、連結納税を申請中の法人を含む。）が事業年度等の変更、

納税地の異動、資本金額等の異動、商号の変更、代表者の変更、事業目的の変更、会社の合併、会社の分割による

事業の譲渡若しくは譲受け、会社の解散・清算結了、支店、工場等の異動等をした場合に、これを所轄の税務署長

に届け出るときに使用してください。 

 (注) 会社の合併又は分割により新たに設立した法人が、「法人設立届出書」を届け出る場合には、当該届出書の

届出は必要ありません。 

２ この届出書は次の提出先にそれぞれ 1 通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 (1) 納税地の異動があった場合（提出法人：納税地を異動した法人） 

異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長 

 (2) 連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地に異動があった場合（提出法人：連結親法人） 

① 連結親法人の納税地の所轄税務署長 

② 異動のあった連結子法人の異動前の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長 

③ 異動のあった連結子法人の異動後の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長 

  (注) 上記①～③のすべてに提出していただくことになります。 

 (3) 上記(1)及び(2)以外の異動があった場合（提出法人：異動のあった法人） 

   異動のあった法人の納税地（連結子法人の場合は、本店又は主たる事務所の所在地）の所轄税務署長 

３ 各欄は、次により記載してください。 

 (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地（本店又は主た

る事務所の所在地）」、「代表者氏名」、及び「代表者住所」を記載してください。 

 (2) 「異動のあった□連結子法人等」欄には、次の場合に応じて該当する□にレ印を付すとともに、当該法人の「法

人名」、「納税地（本店又は主たる事務所の所在地）」、「代表者氏名」及び「代表者住所」を記載してください。

  ① 提出法人が連結親法人（又は連結親法人となる法人）の場合は、異動のあった連結子法人（又は連結子法人

となる法人）の□にレ印を付してください。 

② 提出法人が連結子法人（又は連結子法人となる法人）の場合は、異動のあった法人に係る連結親法人（又は

連結親法人となる法人）の□にレ印を付してください。    

 (3) 会社の合併等に係る異動の場合は、「異動事項等」の各欄は、次の記載事項により記載してください。 

  イ 本店又は主たる事務所の所在地の異動の場合の記載事項 

異 動 事 項 等 異 動 前 異 動 後 異 動 年 月 日

本店又は主たる 

事務所の所在地 

(連結子法人) 

  

△△△ □□□ ○○ 

 

14・ ○・ ○ 

  ロ 合併等の場合の記載事項       

異 動 事 項 等 異 動 前 異 動 後 異 動 年 月 日 

吸 収 合 併 

(連結子法人) 

 吸収合併により連結子 

法人△△が□□を合併 

（合併期日） 

1 4 ・ ○ ・ ○ 

    

 

  （追 加） 

 

 

 

 

 

なお、連結子法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなった場合は、別途「連結完全支配関係

等を有しなくなった旨を記載した書類」の提出が必要です。 

 (4) 「所轄税務署」欄には、納税地を異動した場合のみ記入してください。 

 (5) 「添付書類」欄には、この届出書に添付した書類の該当番号を○で囲んでください。 

   また、ここに記載していない書類を添付した場合は、その書類の名称を記載してください。 

 (6) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印し

てください。 

 (7) 「※」欄は、記載しないでください。 

（追 加） 

異動内容を記載

議事録等を

決定した日

異動事項等の該当する法人

の親・子の関係を記載

合併の内容

を簡記する 合併契約書において合併期日と

定めた日を記載する。

―
 8 ―

sano
長方形



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 
 

―
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テキストボックス



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
 

 
 
 

 

会社事業概況書の記載要領等 

 
 この会社事業概況書は、法人税法施行規則（以下「法規」といいます。）第 35 条第 4号、第 37 条の 12 第 5号、第 37 条

の 17 第 4号、第 61 条第 1項及び第 61 条第 2項第 2号に規定する「事業等の概況に関する書類」として、法人が調査査察

部等の所掌事務の範囲を定める省令（昭和二十四年六月一日大蔵省令第四十九号）に規定する調査課所管法人の場合に使

用してください。 

 なお、記載する内容は、記載要領に説明のない限り、当該会社事業概況書を添付する確定申告書等の事業年度末時点に

ついて記載してください。 

 

 当該会社事業概況書は、「総括表」、「子会社の状況」、「コンピュータ処理の概要」及び「海外取引等の概要」について次

により記載します。 

１ 【総括表】 

(1)法人が、法人税法（以下「法」といいます。）第 2条第 4号に規定する外国法人の場合には、「外国法人全体の事業

等」及び「国内において行う事業等」それぞれについて記載が必要となります。このため、「□ 外国法人全体の事業

等」及び「□ 国内において行う事業等」のいずれかの□にレ印を付して記載してください。 

なお、法人が、法第 2条第 3号に規定する内国法人の場合には、法人が行う事業等について記載してください。

（「□ 外国法人全体の事業等」及び「□ 国内において行う事業等」のいずれかの□にレ印を付す必要はありませ

ん。） 

(2)「① 事業の内容」欄は、営む事業の内容を記載してください。 

(3)「② 上場している場合の市場名」欄は、法人が上場している場合の市場名を記載してください。また、「未上場の

場合、株主又は株式所有異動の有無（1 有、2 無）」欄は、法人が未上場の場合で、添付する確定申告書等の事業年度

期間内に株主又は株式所有異動があった場合には「１」を、異動がなかった場合には「２」を記載してください。 

(4)「③ 関与税理士等」欄は、税理士、公認会計士等の氏名を記載してください。 

(5)「④ 加入組合等」欄は、主な加入組合、団体等及び役職名を記載してください。 

(6)「⑤ 売上構成比」の「品名又は事業部等」欄は、当該会社事業概況書を添付する確定申告書等の事業年度期間内

において売上高の多い順に記載してください。「合計」欄は、「⑦ 当期の業績の概要」の「当期 売上高」欄に合致

します。 

   ※「当期」とは、当該会社事業概況書を添付する確定申告書等の事業年度期間をいいます。（以下同じです。） 

(7)「⑥ 子会社及び支店等数」の「子会社」欄は、直接、間接を問わず出資割合又は議決権所有割合（以下、「出資割

合等」といいます。）が 50％超の子会社について、子会社の所在地により国内及び海外それぞれに分けてその総数を

記載してください。 

「支店等数」欄は、所在地が国内の「工場」、「店舗」、「営業所（支店を含む）」、「その他（出張所、駐在員事務所倉

庫等）」について、それぞれの欄に分けてその総数を記載し、支店等（支店等とは、「工場、店舗、営業所、支店、出

張所、駐在員事務所、倉庫等」をいいます。以下同じです。）の所在地が海外の場合にはその総数を「海外」欄に記載

してください。 

(8)「⑦ 当期の業績の概要」欄は、前期（当該会社事業概況書を添付する確定申告書等の前事業年度期間をいいま

す。）と比較して著しい変化がある場合には、その主な理由についても簡記してください。 

(9)「⑧ 主要役員の状況」欄は、代表取締役以外の役員については、就任期間の長い役員から順に記載してください

(10)「⑨ 従業員数」欄は、役員を除く従業員数を記載してください。なお、使用人兼務役員は従業員数に含めてくだ

さい。 

(11)「⑩ 消費税関係」欄は、消費税の経理処理の方法について、税込みの場合は「１」を、税抜きの場合は「２」を

各項目の欄に記載してください。 

なお、「外国法人全体の事業等」について記載する場合には、「⑩ 消費税関係」欄については記載する必要はあ

りません。 

 

２ 【子会社の状況】 

(1)直接、間接及び国内、国外を問わず出資割合等が 50％超の子会社について記載してください。 

ただし、法人が別表十七(三)「国外関連者に関する明細書」を提出している場合には、当該明細書に記載のある子

会社については、省略しても構いません。 

(2)当該「子会社の状況」の項目を含む既存の資料がある場合には、当該「子会社の状況」に代えて提出しても構いま

せん。その場合、出資割合等が 50％超でない子会社が含まれていても構いません。 

(3)「資本金」の欄は、当該子会社が内国子会社の場合には、百万円単位で記載し、外国子会社の場合には、当該外国

子会社の現地通貨略号と資本金額（千現地通貨単位）を記載してください。 

(4)「事業種目」の欄は、当該子会社が現実に営んでいる業種について簡記してください。 

(5)「出資割合等」の「間接」欄は、掛け算方式で算出した割合を記載してください。 

    （例）     Ａ 社     

             ↓ 80％出資 

            Ｂ 社              80％×70％＝56％ 

             ↓ 70％出資          この場合、Ａ社のＣ社に対する出資割合等は、 

            Ｃ 社              間接出資 56％となります。 

 

３ 【コンピュータ処理の概要】 

(1)「① システムの形態」欄は、該当する形態の欄に「○」を記載してください。 

その他」に「○」を記載した場合には、その具体的な形態を「（   ）」に記載してください。 

会社事業概況書の記載要領等 

 
 この会社事業概況書は、法人税法施行規則（以下「法規」といいます。）第 35 条第 4項、第 37 条の 12 第 5号、第 37 条

の 17 第 4号、第 61 条第 1項及び第 61 条第 2項第 2号に規定する「事業等の概況に関する書類」として、法人が調査査察

部等の所掌事務の範囲を定める省令（昭和二十四年六月一日大蔵省令第四十九号）に規定する調査課所管法人の場合に使

用してください。 

 なお、記載する内容は、記載要領に説明のない限り、当該会社事業概況書を添付する確定申告書等の事業年度末時点に

ついて記載してください。 

 

 当該会社事業概況書は、「総括表」、「子会社の状況」、「コンピュータ処理の概要」及び「海外取引等の概要」について次

により記載します。 

１ 【総括表】 

(1)法人が、法人税法（以下「法」といいます。）第 2条第 4項に規定する外国法人の場合には、「外国法人全体の事業

等」及び「国内において行う事業等」それぞれについて記載が必要となります。このため、「□ 外国法人全体の事業

等」及び「□ 国内において行う事業等」のいずれかの□にレ印を付して記載してください。 

なお、法人が、法第 2条第 3項に規定する内国法人の場合には、法人が行う事業等について記載してください。

（「□ 外国法人全体の事業等」及び「□ 国内において行う事業等」のいずれかの□にレ印を付す必要はありませ

ん。） 

(2)「① 事業の内容」欄は、営む事業の内容を記載してください。 

(3)「② 上場している場合の市場名」欄は、法人が上場している場合の市場名を記載してください。また、「未上場の

場合、株主又は株式所有異動の有無（1 有、2 無）」欄は、法人が未上場の場合で、添付する確定申告書等の事業年度

期間内に株主又は株式所有異動があった場合には「１」を、異動がなかった場合には「２」を記載してください。 

(4)「③ 関与税理士等」欄は、税理士、公認会計士等の氏名を記載してください。 

(5)「④ 加入組合等」欄は、主な加入組合、団体等及び役職名を記載してください。 

(6)「⑤ 売上構成比」の「品名又は事業部等」欄は、当該会社事業概況書を添付する確定申告書等の事業年度期間内

において売上高の多い順に記載してください。「合計」欄は、「⑦ 当期の業績の概要」の「当期 売上高」欄に合致

します。 

   ※「当期」とは、当該会社事業概況書を添付する確定申告書等の事業年度期間をいいます。（以下同じです。） 

(7)「⑥ 子会社及び支店等数」の「子会社」欄は、直接、間接を問わず出資割合又は議決権所有割合（以下、「出資割

合等」といいます。）が 50％超の子会社について、子会社の所在地により国内及び海外それぞれに分けてその総数を

記載してください。 

「支店等数」欄は、所在地が国内の「工場」、「店舗」、「営業所（支店を含む）」、「その他（出張所、駐在員事務所倉

庫等）」について、それぞれの欄に分けてその総数を記載し、支店等（支店等とは、「工場、店舗、営業所、支店、出

張所、駐在員事務所、倉庫等」をいいます。以下同じです。）の所在地が海外の場合にはその総数を「海外」欄に記載

してください。 

(8)「⑦ 当期の業績の概要」欄は、前期（当該会社事業概況書を添付する確定申告書等の前事業年度期間をいいま

す。）と比較して著しい変化がある場合には、その主な理由についても簡記してください。 

(9)「⑧ 主要役員の状況」欄は、代表取締役以外の役員については、就任期間の長い役員から順に記載してください

(10)「⑨ 従業員数」欄は、役員を除く従業員数を記載してください。なお、使用人兼務役員は従業員数に含めてくだ

さい。 

(11)「⑩ 消費税関係」欄は、消費税の経理処理の方法について、税込みの場合は「１」を、税抜きの場合は「２」を

各項目の欄に記載してください。 

なお、「外国法人全体の事業等」について記載する場合には、「⑩ 消費税関係」欄については記載する必要はあ

りません。 

 

２ 【子会社の状況】 

(1)直接、間接及び国内、国外を問わず出資割合等が 50％超の子会社について記載してください。 

ただし、法人が別表十七(三)「国外関連者に関する明細書」を提出している場合には、当該明細書に記載のある子

会社については、省略しても構いません。 

(2)当該「子会社の状況」の項目を含む既存の資料がある場合には、当該「子会社の状況」に代えて提出しても構いま

せん。その場合、出資割合等が 50％超でない子会社が含まれていても構いません。 

(3)「資本金」の欄は、当該子会社が内国子会社の場合には、百万円単位で記載し、外国子会社の場合には、当該外国

子会社の現地通貨略号と資本金額（千現地通貨単位）を記載してください。 

(4)「事業種目」の欄は、当該子会社が現実に営んでいる業種について簡記してください。 

(5)「出資割合等」の「間接」欄は、掛け算方式で算出した割合を記載してください。 

    （例）     Ａ 社     

             ↓ 80％出資 

            Ｂ 社              80％×70％＝56％ 

             ↓ 70％出資          この場合、Ａ社のＣ社に対する出資割合等は、 

            Ｃ 社              間接出資 56％となります。 

 

３ 【コンピュータ処理の概要】 

(1)「① システムの形態」欄は、該当する形態の欄に「○」を記載してください。 

その他」に「○」を記載した場合には、その具体的な形態を「（   ）」に記載してください。 
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sano
テキストボックス



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 
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テキストボックス



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 
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sano
テキストボックス



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 
 税務署 

法人事業概況説明書の書き方 
 
1 はじめに  
(1) この「法人事業概況説明書の書き方」は、特に記載要領を明らかにしておく必要があると思わ
れる項目のみを取りまとめたもので、記載項目のすべてを説明しているものではありません。 

記載に当たりなお不明の点がありましたら、税務署の法人課税（第一）部門へ御照会ください。 
(2) 記載を了した法人事業概況説明書は、他の書類とホチキスどめ等をしないで、申告書に挟み込
んで御提出ください。 

 
2 一般的留意事項 

次の事項に留意して、黒のボールペン等で丁寧に記載してください。 
(1) □の枠が設けられている数字の記載欄は、位取りを誤らないように注意して、1枠内に1文字を、 
右詰めで記載してください。 

なお、桁あふれが生ずる場合は、枠を無視して記載してください。 
(2) 金額は、すべて千円単位（千円未満切捨て）で記載してください。 

なお、千円未満を切り捨てたことにより記載すべき金額がなくなった場合又はもともと記載す
べき金額がない場合には、空欄のままとしてください。 

(3) 記載すべき金額がマイナスのときは、その数字の一つ上の桁の枠内に「－」又は「△」を付し
て  ください。 

なお、「▲」は使用しないでください。 
(4) 複数の項目から該当項目を選択する欄については、該当項目の○○○内の○○○印を実線でなぞる方法
により表示してください。 

 
3 記載要領 

欄 記  載  要  領 

1 事業内容 営む事業の内容を記載してください。 
 
（注）詳細は裏面「事業形態」欄に記載してください。 

・総支店数

・主な所在

地 

支店、営業所、出張所、工場、倉庫等の総数を記載するとともに、主要支
店等の所在地を記載してください。 

(1)
 
支
店
数

・上記のう

ち海外支

店数 

・所在国 

・従業員数

 総支店数のうち、海外に所在するものの数を記載するとともに、その主な
所在国を記載してください。 
 また、海外支店において勤務する従業員数を記載してください。 

(2) 子会社  海外子会社の数を記載するとともに、その主な所在国を記載してくださ
い。 
 また、海外子会社に対する出資割合を記載してください。（海外子会社が
複数ある場合は、その出資割合が一番高いものを記載してください。） 

(3) 取引種類 海外取引の有無（海外取引がある場合は輸入又は輸出の区分）を○○○内に○
印を付して表示するとともに、輸入及び輸出の区分ごとに主な相手国名、取
引商品名及び取引金額を記載してください。 

2
 
支
店
・
海
外
取
引
状
況

(4) 貿易外取引 貿易外取引の有無を○○○内に○印を付して表示するとともに、貿易外取引が
ある場合には、手数料等の取引内容について○○○内に○印を付して表示してく
ださい。 
なお、掲記の貿易外取引以外のものがある場合には、「その他」に○印を

付すとともに、（ ）内に取引内容を記載してください。 
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sano
テキストボックス



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  ３ 期末従事員等の状況 ～ ９ 事業形態 

    （省 略） 

 

  ３ 期末従事員等の状況 ～ ９ 事業形態 

    （省 略） 

 
 

 

欄 記  載  要  領 

10 主な設備等の状

況 

事業の用に供している主な設備等の状況について、名称・用途・型・大き
さ・台数・面積・部屋数等について以下を参照し、記載してください。 
 なお、申告書の内訳明細書等に記載がある事項については省略して差し支
えありません。 
 
（例） 
○ 機械装置の状況については、名称・用途・大きさ・型・台数等につい
て記載してください。 

○ 車両等の状況については、名称・用途・台数等について記載してくだ
さい。 

○ 店舗等の状況については、店舗名・住所・延床面積・テーブル数・収
容人員等について記載してください。 

○ 倉庫等の利用状況については、住所・延床面積・自社所有・賃貸等に
ついて記載してください。 

○ 客室等の状況には、広さ（畳）・部屋数・収容人員等について記載し
てください。 

（注）機械装置の用途は、製造（又は作業）の工程と関連させて記載してく
ださい。 

12 帳簿類の備付状

況 

作成している帳簿類について記載してください。 
（記載例） 
 受注簿、発注簿、作業（生産）指示簿、作業（生産）日報、原材料受払
簿、商品受払簿、レジシート、売上日計表、工事日報、工事台帳、出面帳、
運転日報、注文書、外交員日報、客別売上明細表、出前帳、予約帳、部屋割
表、取引台帳、営業日誌など。 

13 税理士の関与状

況 

税理士の関与の状況について、該当項目の○○○内に○印を付して表示してく
ださい。 
（注）複数の税理士が関与している場合は、主な 1 名について記載してく

ださい。 

15 月別の売上高等

の状況 

売上（収入）高、売上（収入）原価等の月別の状況を記載してください。
（注）1 複数の売上（収入）がある場合には、その主なもの2つについ   

て、原価とともに記載してください。 
   2 「人件費」欄の右側の空欄には掲記以外の主要な科目の状況を

記載してください。 

16 当期の営業成績

の概要 

経営状況の変化によって特に影響のあった事項、経営方針の変更によって
影響のあった事項などについて具体的に記載してください。 
（注）同様の内容を記載した別途の書類を作成している場合には、その書類

を添付することにより、この欄の記載を省略して差し支えありません。

 

―
 14 ―

sano
テキストボックス



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

１ 納付すべき税額は、同封の納付書により    年   月   日までに日本銀行（本店、支店、代理店及び歳入代理店

（郵便局を含む。））又は当税務署へ納付してください。 

２ 本税等と併せて納付すべき延滞税は、次の「延滞税の額の計算方法」により計算してください。 

３ 延滞税の額の計算方法（国税通則法第６０条、第６１条、第１１８条、第１１９条及び租税特別措置法第９４条） 

 延滞税の割合  

７.３％（注）２ 

期間（日数） 

（注）３   

 

納付すべき本税の

額 

（注）１ 
 納期限の翌日から２月を経 過 

した日以後は１４.６％ 
 

法 定 納 期 限 の 翌 日 

か ら 完 納 の 日 ま で  

 

× 

 

× 

   

 
３６５ 

延 滞 税 の 額
（注)４ 

 
 

 

 

 

＝ 

  

 

(注)１ 本税の額が１０，０００円未満の場合には、延滞税を納付する必要はありません。 

本税の額が１０，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算してください。 

２ 平成１２年１月１日以後の延滞税の割合は、年単位（１／１～１２／３１）で適用することとなります。 

具体的な割合は、次のとおりです。 

・ 納期限の翌日から２月を経過する日まで・・・年「７．３％」と「前年の１１月３０日において日本銀行が定める基準

割引率＋４％」のいずれか低い割合 

・ 納期限の翌日から２月を経過した日以後・・・年「１４．６％」 

３ 次の場合には、延滞税の額の計算の基礎となる「期間（日数）」に特例が設けられていますから御注意ください。 

① 期限内申告書を提出している場合で確定申告期限から１年を経過した日以降に更正があったとき又は期限後申告書を提

出している場合でその提出した日の翌日から起算して１年を経過した日以降に更正があったとき（偽りその他不正の行 

為により税金を免れ又は還付を受けた法人に対する更正については、この特例の適用はありません。)（国税通則法第６

１条） 

② 欠損金の繰戻しに係る還付金の額が減少する場合（国税通則法施行令第２５条第１号） 

③ 期限後申告書に係る還付金の額が減少する場合（国税通則法施行令第２５条第３号） 

４ 延滞税の額が１，０００円未満の場合は、納付する必要はありません。 

延滞税の額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨ててください。 

 

４ この更正又は決定が､申告期限から１年を経過してされた場合で､その国税を一時に納付することができないと認められるとき

は､原則として納期限内にされた申請により､１年以内の期間、納税の猶予が認められます。 

５ 内容に不明な点がありましたら遠慮なく当税務署にお問い合わせください。 

６ 翌期首現在の利益積立金額について 

この更正又は決定により､税務計算上の翌期首現在利益積立金額は､次のとおりとなります。 

 

 科    目 翌期首現在利益積立金額 科    目 翌期首現在利益積立金額  

 利 益 準 備 金               

   積 立 金               

                

                

                

                

                

                

                

                

        繰 越 損 益 金        

        納 税 充 当 金        

        未 納 法 人 税        

        未 納 都 道 府 県 民 税        

        未 納 市 町 村 民 税        

        差 引 合 計 額        

１ 納付すべき税額は、同封の納付書により    年   月   日までに日本銀行（本店、支店、代理店及び歳入代理店

（郵便局を含む。））又は当税務署へ納付してください。 

２ 本税等と併せて納付すべき延滞税は、次の「延滞税の額の計算方法」により計算してください。 

３ 延滞税の額の計算方法（国税通則法第６０条、第６１条、第１１８条、第１１９条及び租税特別措置法第９４条） 

 延滞税の割合  

７.３％（注）２ 

期間（日数） 

（注）３   

 

納付すべき本税の

額 

（注）１ 
納期限の翌日から２月を経 過 

した日以後は１４.６％ 
 

法 定 納 期 限 の 翌 日

か ら 完 納 の 日 ま で  

 

×

 

× 

   

 
３６５ 

延 滞 税 の 額
（注)４ 

 

 

 

 

＝

  

 

(注)１ 本税の額が１０，０００円未満の場合には、延滞税を納付する必要はありません。 

本税の額が１０，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算してください。 

２ 平成１２年１月１日以後の延滞税の割合は、年単位（１／１～１２／３１）で適用することとなります。 

具体的には次のとおりです。 

・ 納期限の翌日から２月を経過する日まで・・・年「７．３％」と「前年の１１月３０日の公定歩合＋４％」のいずれか

低い割合 

・ 納期限の翌日から２月を経過した日以後・・・年「１４．６％」 

３ 次の場合には、延滞税の額の計算の基礎となる「期間（日数）」に特例が設けられていますから御注意ください。 

① 期限内申告書を提出している場合で確定申告期限から１年を経過した日以降に更正があったとき又は期限後申告書を提

出している場合でその提出した日の翌日から起算して１年を経過した日以降に更正があったとき（偽りその他不正の行 

為により税金を免れ又は還付を受けた法人に対する更正については、この特例の適用はありません。)（国税通則法第６

１条） 

② 欠損金の繰戻しに係る還付金の額が減少する場合（国税通則法施行令第２５条第１号） 

③ 期限後申告書に係る還付金の額が減少する場合（国税通則法施行令第２５条第３号） 

４ 延滞税の額が１，０００円未満の場合は、納付する必要はありません。 

延滞税の額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨ててください。 

 

４ この更正又は決定が､申告期限から１年を経過してされた場合で､その国税を一時に納付することができないと認められるとき

は､原則として納期限内にされた申請により､１年以内の期間、納税の猶予が認められます。 

５ 内容に不明な点がありましたら遠慮なく当税務署にお問い合わせください。 

６ 翌期首現在の利益積立金額について 

この更正又は決定により､税務計算上の翌期首現在利益積立金額は､次のとおりとなります。 

 

科    目 翌期首現在利益積立金額 科    目 翌期首現在利益積立金額  

利 益 準 備 金               

  積 立 金               

               

               

               

               

               

               

               

               

       繰 越 損 益 金        

       納 税 充 当 金        

       未 納 法 人 税        

       未 納 都 道 府 県 民 税        

       未 納 市 町 村 民 税        

       差 引 合 計 額        

―
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sano
テキストボックス



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 

―
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sano
テキストボックス



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

納税証明書交付請求書の記載に当たってのご注意 

 

１ 納税者の方の住所・氏名（法人の場合には納税地、法人名及び代表者氏名）を記入し押印をして

ください。代理人の方が窓口にお越しになる場合は、証明を受ける方の委任状が必要です。代理人

の方は、代理人記入欄に署名・押印してください。 

※ １ 各連結事業年度の連結所得に対する法人税の納税証明書を請求される場合は、連結親法人に係る名称及び代表

者氏名を記入してください。 

※ ２ 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の納税証明書を請求される場合は、「法人名」欄に受託者の名称を

記入するとともに、証明を受ける特定信託の名称を記入してください。 

２ 証明書の種類にレを付けてください。複数種類の証明書についての交付請求も可能です。 

なお、必要とする証明書の種類、年度、税目等が不明な場合は、提出先にご確認をお願いします。 

その１ …… 納付すべき税額・納付済額・未納税額など納税額についての証明です。 

その２ …… 所得金額についての証明です。 

法人税の場合には、「各事業年度の所得の金額」、「退職年金等積立金の額」、「清

算所得の金額」、「各連結事業年度の連結所得の金額」又は「特定信託の各計算期

間の所得の金額」の証明書の請求をする場合に使用します。 

その３ …… 未納の税額がないことの証明です。 

個人の方で「申告所得税」と「消費税及び地方消費税」の証明を請求される方

は「その３の２」に、法人の方で「法人税」と「消費税及び地方消費税」の証明

を請求される方は「その３の３」にレを付けてください。 

その４ …… 滞納処分を受けたことがないこと等の証明です。 

３ 証明を受けようとする税目にレを付けてください。 

４ 証明を受けようとする国税の年度を記入してください。 

申告所得税については「年分」を、法人税については「事業年度」、「連結事業年度」又は「計算

期間」を、「消費税及び地方消費税」については「課税期間」を記入してください。 

なお、連結申告に係る「連結事業年度」の場合は○連と「年分」欄に併せて記入してください。 

５ その１の証明書を請求される方で、「法定納期限等」又は申告所得税について「源泉徴収税額」

について証明が必要な場合には、証明を受けようとする事項の該当欄にレを付けてください。 

６ 申告所得税についてその２の証明書を請求される方は、証明を受けようとする事項の該当欄にレ

を付けてください。 

７ 証明書の請求枚数を記入してください。 

８ 証明書の使用目的を記載してください。 

９ 納税証明書の交付請求には手数料(収入印紙又は現金)が必要です。手数料の金額は次の算式で求

められます。 

種 類 税目数  年度  枚数  単 価  小 計 合 計 

その１  ×  ×  × 400円 ＝  

その２   ×  × 400円 ＝  

その３等   × 400円 ＝  

 

  収入印紙をはって手数料を納める場合には、収入印紙には絶対消印しないでください。消印した

ものは無効となります。 

なお、災害等により借入れを行う場合には手数料が免除される場合があります。詳しくは係員

にお尋ねください。 

10 請求枚数が多量であったり、納税証明書の作成のために調査を要するなどの場合には、当日発

行できないことがあります。 

11 その他、不明な点は係員にお尋ねください。 

納税証明書交付請求書の記載に当たってのご注意 

 

１ 納税者の方の住所・氏名（法人の場合には納税地、法人名及び代表者氏名）を記入し押印をし

てください。代理人の方が窓口にお越しになる場合は、証明を受ける方の委任状が必要です。代

理人の方は、代理人記入欄に署名・押印してください。 

※ １ 各連結事業年度の連結所得に対する法人税の納税証明書を請求される場合は、連結親法人に係る名称及び代

表者氏名を記入してください。 

※ ２ 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の納税証明書を請求される場合は、「法人名」欄に受託者の名

称を記入するとともに、証明を受ける特定信託の名称を記入してください。 

２ 証明書の種類にレを付けてください。複数種類の証明書についての交付請求も可能です。 

 （追 加） 

その１ …… 納付すべき税額・納付済額・未納税額など納税額についての証明です。 

その２ …… 所得金額についての証明です。 

法人税の場合には、「各事業年度の所得の金額」、「退職年金等積立金の額」、

「清算所得の金額」、「各連結事業年度の連結所得の金額」又は「特定信託の各

計算期間の所得の金額」の証明書の請求をする場合に使用します。 

その３ …… 未納の税額がないことの証明です。 

個人の方で「申告所得税」と「消費税及び地方消費税」の証明を請求される

方は「その３の２」に、法人の方で「法人税」と「消費税及び地方消費税」の

証明を請求される方は「その３の３」にレを付けてください。 

その４ …… 滞納処分を受けたことがないこと等の証明です。 

３ 証明を受けようとする税目にレを付けてください。 

４ 証明を受けようとする国税の年度を記入してください。 

申告所得税については「年分」を、法人税については「事業年度」、「連結事業年度」又は「計

算期間」を、「消費税及び地方消費税」については「課税期間」を記入してください。 

なお、連結申告に係る「連結事業年度」の場合は○連と「年分」欄に併せて記入してください。 

５ その１の証明書を請求される方で、「法定納期限等」又は申告所得税について「源泉徴収税額」

について証明が必要な場合には、証明を受けようとする事項の該当欄にレをつけてください。 

 （追 加） 

 

６ 証明書の請求枚数を記入してください。 

７ 証明書の使用目的を記載してください。 

８ 納税証明書の交付請求には手数料(収入印紙又は現金)が必要です。手数料の金額は次の算式で

求められます。 

種 類 税目数  年度  枚数  単 価  小 計 合 計 

その１  ×  ×  × 400円 ＝  

その２   ×  × 400円 ＝  

その３等   × 400円 ＝  

 

  収入印紙をはって手数料を納める場合には、収入印紙には絶対消印しないでください。消印し

たものは無効となります。 

なお、災害等により借入れを行う場合には手数料が免除される場合があります。詳しくは係

員にお尋ねください。 

９ 請求枚数が多量であったり、納税証明書の作成のために調査を要するなどの場合には、当日

発行できないことがあります。 

10 その他、不明な点は係員にお尋ねください。 

―
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sano
テキストボックス



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  ※整理番号  売 上 に 関 す る 帳 簿 の 記 載 

事 項 の 省 略 承 認 申 請 書 
※連結グループ整理番号  

 提出法人 （フリガナ） 

法 人 名 
 

納 税 地 

〒 

 

     電話(   )    －     

（フリガナ） 

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 

〒 

 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整 理 番号  

法 人 名  

部 門  

本店又は主たる 

事務所の所在地 

〒             （   局   署）

 

     電話（   ）    －     
決 算 期  

（フリガナ）  
業 種 番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課

 小売その他これに類するものを行う法人の現金売上で法人税法施行規則別表 21 の(11)の記載事項欄のただ
 
し書きの規定にもより難く帳簿書類の作成が困難であるため、その記載事項を省略したいので申請します。 

 

 （帳簿書類の記載事項を省略しようとする内容） 

 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

※ 税 務 署 処 理 欄 部門  
決算 

期 
 

業種 

番号 
 

整理 

簿 
 備考  

19．06改正  

（

規

格

Ａ

４

） 

※整理番号  売 上 に 関 す る 帳 簿 の 記 載 

事 項 の 省 略 承 認 申 請 書 
※連結グループ整理番号  

 提出法人 （フリガナ） 

法 人 名 
 

納 税 地 

〒 

 

     電話(   )    －     

（フリガナ） 

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 

〒 

 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ） 
整 理 番号  

法 人 名  

部 門  

本店又は主たる

事務所の所在地

〒             （   局   署） 

 

     電話（   ）    －     
決 算 期  

（フリガナ） 
業 種 番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課

 小売その他これに類するものを行う法人の現金売上で法人税法施行規則別表 22 の(11)の記載事項欄のただ
 
し書きの規定にもより難く帳簿書類の作成が困難であるため、その記載事項を省略したいので申請します。 

 

 （帳簿書類の記載事項を省略しようとする内容） 

 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

※ 税 務 署 処 理 欄 部門  
決算 

期 
 

業種 

番号 
 

整理 

簿 
 備考  

15．07 

（

規

格

Ａ

４

） 

―
 18 ―

sano
テキストボックス



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 
 

 

 

売上に関する帳簿の記載事項の省略承認申請書の記載要領等 

 

１ この申請書は、小売その他これに類するものを行う青色申告法人又は連結法人が、帳簿書類の記載

事項等について法人税法施行規則別表21の（11）の記載事項欄のただし書の規定にもより難く日々の

現金売上の総額のみを記載しようとする場合に使用してください。 

 

（以下省略） 

 

売上に関する帳簿の記載事項の省略承認申請書の記載要領等 

 

１ この申請書は、小売その他これに類するものを行う青色申告法人又は連結法人が、帳簿書類の記載

事項等について法人税法施行規則別表22の（11）の記載事項欄のただし書の規定にもより難く日々の

現金売上の総額のみを記載しようとする場合に使用してください。 

 

（同 左） 

 

―
 19 ―

sano
長方形



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  ※整理番号   
        事前確定届出給与に関する届出書 

※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 

 

 

納 税 地 

〒 

 

     電話(   )    －     
（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

 

 

 

 

 

平成   年   月   日 

 

 

 

税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

代 表 者 住 所 

〒 

 

 

（フリガナ） 整理番号  

法 人 名  

部 門  

本店又は主たる

事務所の所在地

〒        （      局      署） 

 

     電話（   ）    －     
決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

代 表 者 住 所

〒 

 

※ 
税 
務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課 

事前確定届出給与について下記のとおり届け出ます。 

記 

① 事前確定届出給与に係る職務

の執行を開始する日 

 

② 事前確定届出給与等の状況 付表１（No.    ～No.    ）のとおり。 

③ 事前確定届出給与の支給時期

及び支給金額を定めた日並びに

その定めを行った機関等 

（定めた日） 平成   年   月   日 

 

（機関等） 

 

④ 事前確定届出給与につき定期

同額給与による支給としない理

由及び事前確定届出給与の支給

時期を付表１の支給時期とした

理由 

 

⑤ 事前確定届出給与対象者以外

の役員に対する給与の状況 
付表２（No.    ～No.    ）のとおり。 

⑥ その他参考となるべき事項 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印 

※税務署

処理欄
部門  決算期  

業種

番号
 整理簿  備考  通信日付印 年 月 日確認印   

 
18．06 

（

規

格

Ａ

４

） 

平成   年   月   日 

※整理番号   
        事前確定届出給与に関す る届出 書 

※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 

 

 

納 税 地 

〒 

 

     電話(   )    －     
（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

 

 

 

 

 

平成   年   月   日 

 

 

 

   税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

代 表 者 住 所 

〒 

 

 

（フリガナ）  整理番号  

法 人 名  

部 門  

本店又は主たる 

事務所の所在地 

〒        （      局      署） 

 

     電話（   ）    －     
決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

代 表 者 住 所 

〒 

 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課 

事前確定届出給与について下記のとおり届け出ます。 

記 

① 事前確定届出給与に係る株主総会等の決議

をした日及びその決議をした機関等 

（決議をした日） 平成   年   月   日 
（決議をした機関等） 

② 事前確定届出給与に係る職務の執行を開始

する日 
平成   年   月   日 

③ 臨時改定事由の概要及びその臨時改定事由

が生じた日 

（臨時改定事由の概要） 

 

 

（臨時改定事由が生じた日） 平成   年   月   日 

④ 事前確定届出給与等の状況 付表１（No.    ～No.    ）のとおり。 

⑤ 事前確定届出給与につき定期同額給与によ

る支給としない理由及び事前確定届出給与の

支給時期を付表１の支給時期とした理由 

 

⑥ 事前確定届出給与対象者以外の役員に対す

る給与の状況 
付表２（No.    ～No.    ）のとおり。 

⑦ その他参考となるべき事項 

 

 

イ 次のうちいずれか早い日 平成  年  月  日 

 (ｲ) ①又は②に記載した日のうちいずれか早い日から１月を経過する日（平成  年  月  日） 

 (ﾛ) 会計期間４月経過日等（平成  年  月  日） 

ロ 設立の日以後２月を経過する日 平成  年  月  日 

ハ 臨時改定事由が生じた日から１月を経過する日 平成  年  月  日 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印 

※税務署処理欄 部門  決算期  業種番号  整理簿  備考  通信日付印 年 月 日 確認印    

19.05改正 

（

規

格

Ａ

４

） 

届 

出 

期 

限
届出期限となる日 

  □イ  □ロ  □ハ

―
 20 ―

sano
長方形



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 事前確定届出給与に関する届出書の記載要領等 

 

１ この届出書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、役員の職務につき「所定の

時期に確定額を支給する旨の定め」に基づいて支給する法人税法第 34 条第１項第２号（役員給与の損金不算入）に掲

げる給与（以下付表１までにおいて「事前確定届出給与」といいます。）について、その「定め」の内容に関して届

出をする場合に使用するもので、次の区分に応じてそれぞれの届出期限までに提出してください。 

区    分 届 出 期 限 

① 平成 18 年４月１日以

後最初に開始する事業年

度又は連結事業年度 

事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日（以下付表１までにおいて「職務

執行開始日」といいます。）と当該事業年度又は連結事業年度開始の日の属する会計

期間（法人税法第 13 条第１項（事業年度の意義）に規定する会計期間をいいます。以

下付表１までにおいて同じ。）開始の日から３月を経過する日（保険業法第２条第２

項に規定する保険会社にあっては、４月を経過する日。以下「会計期間３月経過日」

といいます。）とのいずれか早い日 

ただし、上記のいずれか早い日が平成 18 年６月 30 日（当該保険会社にあっては、

平成 18 年７月 31 日）以前の日となる場合には、平成 18 年６月 30 日（当該保険会社

にあっては、平成18年７月31日） 

（注）このただし書による場合であっても、その職務執行開始日までに「所定の時期

に確定額を支給する旨の定め」が定められていることが必要です。 

② ①の事業年度又は連結

事業年度後の各事業年度

又は各連結事業年度 

職務執行開始日と会計期間３月経過日とのいずれか早い日 

 

 

 

 

 

 

 

（注）連結子法人（連結申告法人に限ります。）については、法人税法施行令第 155 条の６（個別益金額又は個別損

金額の計算における届出等の規定の準用）の規定により、当該連結子法人に係る連結親法人が提出することにな

ります。 

 

 

 

 

 

２ この届出書は、事前確定届出給与に係る「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」ごとに作成し、納税地の所轄

税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

なお、作成に当たっては、その「定め」において定めた事前確定届出給与の支給の対象となる者（以下付表２まで

において「事前確定届出給与対象者」といいます。）のすべての分を取りまとめて作成します。ただし、例えば、当

該事業年度に係る届出書を提出した後において、会計期間３月経過日までに新たな役員が就任し、かつ、当該役員の

職務執行開始日までに当該役員について事前確定届出給与に係る「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」を定め

た場合には、その「定め」については、別途この届出書を作成して提出してください。 

 

３ 各欄は、次により記載してください。 

 (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、「代表者氏

名」及び「代表者住所」を記載してください。 

事前確定届出給与に関する届出書の記載要領等 

 

１ この届出書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、役員の職務につき「所定の時

期に確定額を支給する旨の定め」に基づいて支給する法人税法第 34 条第１項第２号（役員給与の損金不算入）に掲げ

る給与（以下付表１までにおいて「事前確定届出給与」といいます。）について、その「定め」の内容に関して届出を

する場合に使用するもので、次の区分に応じてそれぞれの届出期限までに提出してください。 

区         分 届   出   期   限 

① 株主総会等の決議により役員の職務につき「所定の

時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合（下記

②又は③に該当する場合を除きます。） 

 株主総会等の決議をした日（同日がその職務の執行を開

始する日後である場合にあっては、当該開始する日）から

１月を経過する日。ただし、その日が当該事業年度又は連

結事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から４月を

経過する日（保険会社にあっては、当該会計期間開始の日

から５月を経過する日。以下「会計期間４月経過日等」と

いいます。）後である場合には当該会計期間４月経過日等 

② 新設法人がその役員のその設立の時に開始する職

務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」

をした場合 

その設立の日以後２月を経過する日 

③ 臨時改定事由（法人税法施行令第 69 条第１項第１

号ロ（定期同額給与の範囲等）に規定する役員の職制

上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これ

らに類するやむを得ない事情をいいます。以下同じ。）

により当該臨時改定事由に係る役員の職務につき「所

定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合

（当該役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務

につき「定め」があった場合を除きます。） 

 (注) 当該役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職

務につき「定め」があり、当該「定め」に係る届出

をしている場合は、変更届出となります。 

次に掲げる日のうちいずれか遅い日 

イ 上記①に掲げる日（上記②に該当する場合は、②に

掲げる日） 

ロ 当該臨時改定事由が生じた日から１月を経過する日

(注)1   連結子法人（連結申告法人に限ります。）については、法人税法施行令第 155 条の６（個別益金額又は個別損

金額の計算における届出等の規定の準用）の規定により、当該連結子法人に係る連結親法人が提出することにな

ります。 

2   他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」に基づい

て支給する給与、例えば、非常勤役員に対して四半期ごとに支給する給与についても、この届出が必要となりま

すのでご注意ください。ただし、同族会社に該当しない法人が、定期給与を支給しない役員に対して支給する給

与については、この届出は必要ありません。 

 

２ この届出書は、事前確定届出給与に係る「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」ごとに作成し、納税地の所轄税

務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

なお、作成に当たっては、その「定め」において定めた事前確定届出給与の支給の対象となる者（以下付表２までに

おいて「事前確定届出給与対象者」といいます。）のすべての分を取りまとめて作成します。ただし、例えば、当該事

業年度に係る届出書を提出した後において、新たな役員が就任するなどの臨時改定事由が生じ、当該役員について事前

確定届出給与に係る「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」を定めた場合には、その「定め」については、別途こ

の届出書を作成して提出してください。 

 

３ 各欄は、次により記載してください。 

(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、「代表者氏名」及

び「代表者住所」を記載してください。 

―
 21 ―

sano
長方形



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 

 

(2) 「連結子法人」欄には、この届出の対象が連結子法人である場合における当該連結子法人の「法人名」、「本

店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」及び「代表者住所」を記載してください。 

(3) 「① 事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日」欄には、「所定の時期に確定額を支給する旨の定

め」に係る職務執行開始日（定時株主総会の開催日など）を記載してください。 

なお、事前確定届出給与対象者のうちその職務執行開始日が異なる者がいる場合には、この欄の余白部分に、

例えば、「一部役員については平成○年○月○日」等と記載してください。 

(4) 「② 事前確定届出給与等の状況」欄の「（No.   ～No.   ）」には、付表１に付した一連番号の最初と末

尾の番号を記載します。 

 

(5) 「③ 事前確定届出給与の支給時期及び支給金額を定めた日並びにその定めを行った機関等」欄には、「株主

総会」、「報酬委員会」、「取締役会」などの機関が事前確定届出給与の支給時期及び支給金額を定めた日並び

にその定めを行ったこれらの機関の名称を記載してください。 

 

(6) 「④ 事前確定届出給与につき定期同額給与による支給としない理由及び事前確定届出給与の支給時期を付表

１の支給時期とした理由」欄には、これらの理由を具体的に記載してください。 

なお、「定期同額給与」とは、その支給時期が１月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支

給時期における支給額が同額である給与等、法人税法第34条第１項第１号に掲げる給与をいいます。 

(7) 「⑤ 事前確定届出給与対象者以外の役員に対する給与の状況」欄の「（No.   ～No.   ）」には、付表２

に付した一連番号の最初と末尾の番号を記載します。 

（追 加） 

 

(8) 「⑥ その他参考となるべき事項」欄には、この届出に係る事前確定届出給与につき参考となるべき事項を記

載してください。この場合、参考となるべき事項のうちこの届出に係る「所定の時期に確定額を支給する旨の定

め」の内容に関する事項の記載に当たっては、その事項の記載に代えて、その「定め」の写しを添付するように

してください。 

 

（追 加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士又は税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 

(10) 「※」欄は、記載しないでください。 

 ○ 他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」に基づい

て支給する給与、例えば、非常勤役員に対して四半期ごとに支給する給与についても、この届出が必要となりま

すのでご注意ください。 

 ⑵ 「連結子法人」欄には、この届出の対象が連結子法人である場合における当該連結子法人の「法人名」、「本店又

は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」及び「代表者住所」を記載してください。 

⑶ 「① 事前確定届出給与に係る株主総会等の決議をした日及びその決議をした機関等」欄には、「株主総会」、「報

酬委員会」、「取締役会」などの機関等の決議により役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」

をした場合におけるその決議をした日及びその決議をした機関等の名称を記載してください。 

⑷ 「② 事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日」欄には、「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」

に係る職務の執行を開始する日（定時株主総会の開催日など）を記載してください。 

なお、事前確定届出給与対象者のうちその職務の執行を開始する日が異なる者がいる場合には、この欄の余白部

分に、例えば、「一部役員については平成○年○月○日」等と記載してください。 

⑸ 「③ 臨時改定事由の概要及びその臨時改定事由が生じた日」欄には、臨時改定事由により当該臨時改定事由に

係る役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合（その役員の当該臨時改定事由が生

ずる直前の職務につき「定め」があった場合を除きます。）において、当該臨時改定事由を具体的に記載するとと

もに、当該臨時改定事由が生じた日を記載します。 

⑹ 「④ 事前確定届出給与等の状況」欄の「（No.   ～No.   ）」には、付表１に付した一連番号の最初と末尾の

番号を記載します。 

⑺ 「⑤ 事前確定届出給与につき定期同額給与による支給としない理由及び事前確定届出給与の支給時期を付表１

の支給時期とした理由」欄には、これらの理由を具体的に記載してください。 

なお、「定期同額給与」とは、その支給時期が１月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給

時期における支給額が同額である給与等、法人税法第34条第１項第１号に掲げる給与をいいます。 

⑻ 「⑥ 事前確定届出給与対象者以外の役員に対する給与の状況」欄の「（No.   ～No.   ）」には、付表２に付

した一連番号の最初と末尾の番号を記載します。 

⑼ 「⑦ その他参考となるべき事項」欄には、新たに設立した法人がその役員のその設立の時に開始する職務につ

き「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をして届出を行う場合に、「設立年月日 平成○年○月○日」等と

記載するほか、この届出に係る事前確定届出給与につき参考となるべき事項を記載してください。この場合、参考

となるべき事項のうちこの届出に係る「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」の内容に関する事項の記載に当

たっては、その事項の記載に代えて、その「定め」の写しを添付するようにしてください。 

⑽ 「届出期限」欄は、上記１の表の区分に応じて、それぞれ次のとおり記載してください。 

・区分①（株主総会等の決議）…「(ｲ) ①又は②に記載した日のうちいずれか早い日から１月を経過する日」に

「①」欄に記載した「決議をした日」又は「②」欄に記載した「職務の執行を開始する日」のうちいず

れか早い日から１月を経過する日を、「(ﾛ) 会計期間４月経過日等」に当該事業年度開始の日の属する

会計期間開始の日から４月を経過する日（保険会社にあっては、その会計期間開始の日から５月を経過

する日）を、それぞれ記載するとともに、「イ 次のうちいずれか早い日」に該当する日付を記載します。

また、「届出期限となる日」欄の「□ イ」にレ印を付します。 

(注) 「決議をした日から１月を経過する日」は、「決議をした日」の翌日を起算日として、暦に従って計算

します。なお、起算日が月の初めでないときは、翌月におけるその起算日に応当する日の前日（翌月に

その応当する日がないときは、その月の末日）となります。 

（例：決議をした日が５月 25 日の場合、５月 26 日が起算日となり、翌月における起算日に応当する日

（６月26日）の前日である６月25日が「決議をした日から１月を経過する日」となります。） 

・区分②（新設法人）…「ロ 設立の日以後２月を経過する日」に、該当する日付を記載します。また、「届出期

限となる日」欄の「□ ロ」にレ印を付します。 

・区分③（臨時改定事由）…区分①又は区分②と同様に記載するほか、「ハ 臨時改定事由が生じた日から１月を

経過する日」に「③」欄に記載した「臨時改定事由が生じた日」から１月を経過する日を記載します。

また、「届出期限となる日」欄は、「イ」又は「ロ」に記載した日と「ハ」に記載した日のうち、いず

れか遅い日について、該当するものにレ印を付します。 

⑾ 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士又は税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印して

ください。 

 ⑿ 「※」欄は、記載しないでください。 
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sano
長方形



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
※整理番号     （平成19年３月31日以前開始事業年度又は連結事業年度分）

 
       事前確定届出給与に関する届出書 

※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 

 

 

納 税 地 

〒 

 

     電話(   )    －     
（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

 

 

 

 

 

平成   年   月   日 

 

 

 

税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

代 表 者 住 所 

〒 

 

 

（フリガナ）  整理番号  

法 人 名  

部 門  

本店又は主たる 

事務所の所在地 

〒        （      局      署）

 

     電話（   ）    －     
決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

代 表 者 住 所 

〒 

 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課 

事前確定届出給与について下記のとおり届け出ます。 

記 

① 事前確定届出給与に係る職務 

の執行を開始する日 

 

② 事前確定届出給与等の状況 付表１（No.    ～No.    ）のとおり。 

③ 事前確定届出給与の支給時期 

及び支給金額を定めた日並びに 

その定めを行った機関等 

（定めた日） 平成   年   月   日 

 

（機関等） 

 

④ 事前確定届出給与につき定期 

同額給与による支給としない理 

由及び事前確定届出給与の支給 

時期を付表１の支給時期とした 

理由 

 

⑤ 事前確定届出給与対象者以外 

の役員に対する給与の状況 
付表２（No.    ～No.    ）のとおり。 

⑥ その他参考となるべき事項 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印 

※税務署 

処理欄 
部門  決算期  

業種 

番号 
 整理簿  備考  通信日付印 年 月 日確認印   

19．05改正 

（

規

格

Ａ

４

） 

平成   年   月   日 

※整理番号   
 
       事前確定届出給与に関する届出書 

※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 

 

 

納 税 地 

〒 

 

     電話(   )    －     
（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

 

 

 

 

 

平成   年   月   日 

 

 

 

税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

代 表 者 住 所 

〒 

 

 

（フリガナ） 整理番号  

法 人 名  

部 門  

本店又は主たる

事務所の所在地

〒        （      局      署） 

 

     電話（   ）    －     
決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

代 表 者 住 所

〒 

 
※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課 

事前確定届出給与について下記のとおり届け出ます。 

記 

① 事前確定届出給与に係る職務

の執行を開始する日 

 

② 事前確定届出給与等の状況 付表１（No.    ～No.    ）のとおり。 

③ 事前確定届出給与の支給時期

及び支給金額を定めた日並びに

その定めを行った機関等 

（定めた日） 平成   年   月   日 

 

（機関等） 

 

④ 事前確定届出給与につき定期

同額給与による支給としない理

由及び事前確定届出給与の支給

時期を付表１の支給時期とした

理由 

 

⑤ 事前確定届出給与対象者以外

の役員に対する給与の状況 
付表２（No.    ～No.    ）のとおり。 

⑥ その他参考となるべき事項 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印 

※税務署

処理欄
部門  決算期  

業種

番号
 整理簿  備考  通信日付印 年 月 日確認印   

18．06 

（

規

格

Ａ

４

） 

平成   年   月   日 
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長方形



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 
 

 

事前確定届出給与に関する届出書（平成19年3月31日以前開始事業年度又は連結事業年度分）の記載要領等 

 

（以下省略） 

 

 

事前確定届出給与に関する届出書の記載要領等 

 

（同 左） 

 

 

―
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長方形



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  付表１（事前確定届出給与等の状況）の記載要領等 

 

１ ～２  

（省 略） 

 

３ 各欄は、次により記載してください。 

 ⑴ 「事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日（職務執行期間）」欄には、「所定の時期に確定額を支給する旨

の定め」に係る職務の執行を開始する日（定時株主総会の開催日など）及び職務執行期間（定時株主総会の開催日か

ら次の定時株主総会の開催日までの期間など）を記載してください。 

 ⑵ 「当該（連結）事業年度」欄には、この届出をする事業年度又は連結事業年度を記載してください。 

 ⑶ 「事前確定届出給与に関する事項」の「支給時期（年月日）」欄及び「支給金額（円）」欄には、次に掲げる事前確

定届出給与の区分ごとに次の支給時期及び支給金額を記載してください。 

事 前 確 定 届 出 給 与 の 区 分 支 給 時 期 及 び 支 給 金 額 

（支給済分） 

「直前の会計期間」及び「当該（連結）事業年度開始の日

の属する会計期間」において、前回以前の届出に係る「所

定の時期に確定額を支給する旨の定め」に基づいて支給す

ることとしていた事前確定届出給与 

(注)  法人税法施行令第 69 条第３項の規定に基づき、「事

前確定届出給与に関する変更届出書」を提出している場

合には、その変更後の「定め」に基づき支給する事前確

定届出給与について記載してください。 

 

① 「届出額」欄：前回以前の届出において届け出た

事前確定届出給与の支給時期及び支給金額 

② 「支給額」欄：①の事前確定届出給与の実際の支

給時期及び支給金額 

（支給予定分） 

「当該（連結）事業年度開始の日の属する会計期間」及び

「翌会計期間」において、この届出に係る「所定の時期に

確定額を支給する旨の定め」に基づいて支給することとし

ている事前確定届出給与 

 

「今回の届出額」欄：この届出において届け出る事前

確定届出給与について、届出の時において予定されて

いる支給時期及び支給金額 

 ⑷ 「事前確定届出給与以外の給与に関する事項」の「支給時期（年月日）」欄及び「支給金額（円）」欄には、事前確

定届出給与対象者に対して支給した、又は支給しようとする事前確定届出給与以外の給与について、届出の時におい

て予定されている支給時期及び支給金額を記載してください。 

（注）この事前確定届出給与以外の給与には、次の給与を含みません。 

    ① 退職給与 

② 法人税法第 54 条第１項（新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等）に規定する新株予約権に

よる給与 

③ ①及び②以外のもので使用人としての職務を有する役員に対して支給するその使用人分給与 

付表１（事前確定届出給与等の状況）の記載要領等 

 

１ ～ ２ 

（同 左） 

 

３ 各欄は、次により記載してください。 

 ⑴ 「事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日（職務執行期間）」欄には、「所定の時期に確定額を支給する旨

の定め」に係る職務執行開始日（定時株主総会の開催日など）及び職務執行期間（定時株主総会の開催日から次の定

時株主総会の開催日までの期間など）を記載してください。 

 ⑵ 「当該（連結）事業年度」欄には、この届出をする事業年度又は連結事業年度を記載してください。 

 ⑶ 「事前確定届出給与に関する事項」の「支給時期（年月日）」欄及び「支給金額（円）」欄には、次に掲げる事前確

定届出給与の区分ごとに次の支給時期及び支給金額を記載してください。 

事 前 確 定 届 出 給 与 の 区 分 支 給 時 期 及 び 支 給 金 額 

（支給済分） 

「直前の会計期間」及び「当該（連結）事業年度開始の日

の属する会計期間」において、前回以前の届出に係る「所

定の時期に確定額を支給する旨の定め」に基づいて支給す

ることとしていた事前確定届出給与 

 

 

 

 

 

① 「届出額」欄：前回以前の届出において届け出た

事前確定届出給与の支給時期及び支給金額 

② 「支給額」欄：①の事前確定届出給与の実際の支

給時期及び支給金額 

（支給予定分） 

「当該（連結）事業年度開始の日の属する会計期間」及び

「翌会計期間」において、この届出に係る「所定の時期に

確定額を支給する旨の定め」に基づいて支給することとし

ている事前確定届出給与 

 

「今回の届出額」欄：この届出において届け出る事前

確定届出給与の支給時期及び支給金額 

 ⑷ 「事前確定届出給与以外の給与に関する事項」の「支給時期（年月日）」欄及び「支給金額（円）」欄には、事前確

定届出給与対象者に対して支給した、又は支給しようとする事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び支給金額を

記載してください。 

 

（注）この事前確定届出給与以外の給与には、次の給与を含みません。 

    ① 退職給与 

② 法人税法第 54 条第１項（新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等）に規定する新株予約権に

よる給与 

③ ①及び②以外のもので使用人としての職務を有する役員に対して支給するその使用人分給与 
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sano
長方形



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 

 

付表２（事前確定届出給与対象者以外の役員に対する給与の状況）の記載要領等 

 

１ この付表２は、「事前確定届出給与に関する届出書」に添付してください。 

  なお、複数枚にわたる場合には、右上端の「No.    」欄に一連番号を付してください。 

２ 「支給時期（年月日）」欄及び「支給金額（円）」欄には、この届出をする事業年度又は連結事業年度において、この

届出に係る事前確定届出給与対象者以外の役員に対して支給した、又は支給しようとする給与について、届出の時にお

いて予定されている支給時期及び支給金額を、その役員ごとに記載してください。 

 （注）この給与には、次の給与を含みません。 

   ① 退職給与 

② 法人税法第 54 条第１項（新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等）に規定する新株予約権によ

る給与 

③ ①及び②以外のもので使用人としての職務を有する役員に対して支給するその使用人分給与 

 

 

 

付表２（事前確定届出給与対象者以外の役員に対する給与の状況）の記載要領等 

 

１ この付表２は、「事前確定届出給与に関する届出書」に添付してください。 

  なお、複数枚にわたる場合には、右上端の「No.    」欄に一連番号を付してください。 

２ 「支給時期（年月日）」欄及び「支給金額（円）」欄には、この届出をする事業年度又は連結事業年度において、この

届出に係る事前確定届出給与対象者以外の役員に対して支給した、又は支給しようとする給与の支給時期及び支給金額

を、その役員ごとに記載してください。 

 （注）この給与には、次の給与を含みません。 

   ① 退職給与 

② 法人税法第 54 条第１項（新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等）に規定する新株予約権によ

る給与 

③ ①及び②以外のもので使用人としての職務を有する役員に対して支給するその使用人分給与 
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改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 
 
 
 
   （新 設） 

※整理番号   
        事前確定届出給与に関する変更届出書 

※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

 

納 税 地 

〒 

 

     電話(   )    －     
（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

 

 

 

 

 

平成   年   月   日 

 

 

 

   税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

代 表 者 住 所 

〒 

 

 

（フリガナ）  整理番号  

法 人 名  

部 門  

本店又は主たる 

事務所の所在地 

〒        （      局      署） 

 

     電話（   ）    －     
決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

代 表 者 住 所 

〒 

 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課 

事前確定届出給与に関する変更について下記のとおり届け出ます。 

記 

臨時改定事由の概要及びその臨時改

定事由が生じた日 

 

 

（臨時改定事由の概要） 

 

 

（臨時改定事由が生じた日） 平成  年  月  日 

① 

業績悪化改定事由により直前届出に

係る「定め」の内容の変更に関する株主

総会等の決議をした日及びその変更前

の直前届出に係る「定め」に基づく給与

の支給の日 

（決議をした日） 平成  年  月  日 

（直前届出に係る給与の支給の日）  平成  年  月  日 

② 変更を行った機関等 （機関等） 

③ 変更後の事前確定届出給与等の状況 付表（No.    ～No.    ）のとおり。 

④ 変更前後で事前確定届出給与の支給時

期が異なる場合のその理由 

（理由） 

 

 

⑤ 直前届出に係る届出書の提出をした日   平成  年  月  日 

⑥ その他参考となるべき事項 

 

 

□ 臨時改定事由：「臨時改定事由が生じた日」から１月を経過する日 平成  年  月  日 

□ 業績悪化改定事由：「決議をした日」から１月を経過する日と「直前届出に係る給与の支給の日」の前日とのいずれか早

い日 平成  年  月  日 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印 

※税務署処理欄 部門  決算期  業種番号  整理簿  備考  通信日付印    年  月  日 確認印    

19．05 

（

規

格

Ａ

４

） 

届
出
期
限
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改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 
 
 
 
   （新 設） 

事前確定届出給与に関する変更届出書の記載要領等 

 

１ この届出書は、役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」に基づいて支給する法人税法第 34 条

第１項第２号（役員給与の損金不算入）に掲げる給与（以下付表までにおいて「事前確定届出給与」といいます。）に

ついて、既に法人税法施行令第69条第３項に規定する直前届出（以下付表までにおいて「直前届出」といいます。）を

している単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、次の２の表の区分欄に掲げる事由に基

因して当該直前届出に係る「定め」の内容を変更する場合において、その変更後の「定め」の内容に関して届出をする

ときに使用するものです。 

 

２ この届出書は、次に掲げる変更の事由の区分に応じてそれぞれの変更届出期限までに提出してください。 

区    分 変 更 届 出 期 限 

① 臨時改定事由 

 （法人税法施行令第69条第１項

第１号ロ（定期同額給与の範囲

等）に規定する役員の職制上の

地位の変更、職務の内容の重大

な変更その他これらに類するや

むを得ない事情をいいます。以

下同じ。） 

その臨時改定事由が生じた日から１月を経過する日 

 

② 業績悪化改定事由 

 （法人税法施行令第69条第１項

第１号ハ（定期同額給与の範囲

等）に規定する経営の状況が著

しく悪化したことその他これに

類する理由をいいます。以下付

表までにおいて同じ。） 

その業績悪化改定事由により直前届出に係る「定め」の内容の変更に関する株

主総会、社員総会又はこれらに準ずるもの（以下付表までにおいて「株主総会等」

といいます。）の決議をした日から１月を経過する日 

ただし、当該変更前の当該直前届出に係る「定め」に基づく給与の支給の日（当

該決議をした日後最初に到来するものに限ります。）が当該１月を経過する日前

にある場合には、その支給の日の前日 

（注）連結子法人（連結申告法人に限ります。）については、法人税法施行令第 155 条の６（個別益金額又は個別損金

額の計算における届出等の規定の準用）の規定により、当該連結子法人に係る連結親法人が提出することになりま

す。 

 

３ この届出書は、臨時改定事由又は業績悪化改定事由に基因してその内容の変更がされた「所定の時期に確定額を支給

する旨の定め」に基づく給与の支給の対象となる者（直前届出の対象となった者に限ります。以下付表までにおいて「事

前確定届出給与対象者」といいます。）のすべての分を取りまとめて作成し、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所

管法人にあっては２通）提出してください。 

 

４ 各欄は、次により記載してください。 

 ⑴ 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、「代表者氏名」及

び「代表者住所」を記載してください。 

 ⑵ 「連結子法人」欄には、この届出の対象が連結子法人である場合における当該連結子法人の「法人名」、「本店又は

主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」及び「代表者住所」を記載してください。 
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改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 
 
 
 
   （新 設） 

 ⑶ 「①」欄は、その変更の事由に応じてそれぞれ次のとおり記載してください。 

イ その変更が臨時改定事由に基因するものである場合………「臨時改定事由の概要及びその臨時改定事由が生じた

日」欄に、その臨時改定事由を具体的に記載するとともに、その臨時改定事由が生じた日を記載してください。 

ロ その変更が業績悪化改定事由に基因するものである場合………「業績悪化改定事由により直前届出に係る「定め」

の内容の変更に関する株主総会等の決議をした日及びその変更前の直前届出に係る「定め」に基づく給与の支給の

日」欄に、業績悪化改定事由により直前届出に係る「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」の内容の変更に関

する株主総会等の決議をした日を記載するとともに、その変更前の直前届出に係る「定め」に基づく給与の支給の

日（その決議をした日後最初に到来するものに限ります。）を記載してください。なお、その給与の支給の日が異

なる者がいる場合には、この欄の余白の部分に、例えば、「一部役員については平成○年○月○日」等と記載して

ください。 

⑷ 「② 変更を行った機関等」欄には、直前届出に係る「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」の内容に関する

変更を行った「株主総会」、「報酬委員会」、「取締役会」などの機関の名称を記載してください。 

⑸ 「③ 変更後の事前確定届出給与等の状況」欄の「（No.  ～No.  ）」には、付表に付した一連番号の最初と末

尾の番号を記載します。 

⑹ 「④ 変更前後で事前確定届出給与の支給時期が異なる場合のその理由」欄には、変更前の事前確定届出給与の支

給時期がその変更後のその事前確定届出給与の支給時期と異なる場合に、その変更後のその給与の支給時期を付表の

とおりとした理由を具体的に記載してください。 

⑺ 「⑤ 直前届出に係る届出書の提出をした日」欄には、直前届出に係る届出書の提出をした日を記載してください。

なお、その提出をした日が異なる者がいる場合には、この欄の余白の部分に、例えば、「一部役員については平成

○年○月○日」等と記載してください。 

⑻ 「⑥ その他参考となるべき事項」欄には、この届出に係る変更後の事前確定届出給与につき参考となるべき事項

を記載してください。この場合、参考となるべき事項のうち直前届出に係る「所定の時期に確定額を支給する旨の定

め」の内容の変更に関する事項の記載に当たっては、その事項の記載に代えて、その変更を行った株主総会等の議事

録等の写しを添付するようにしてください。 

⑼ 「届出期限」欄は、上記２の表の変更の事由の区分に応じて、それぞれ次のとおり記載してください。 

・臨時改定事由……「①」欄の「臨時改定事由が生じた日」に記載した日から１月を経過する日を記載するとともに、

□にレ印を付します。 

(注) 「臨時改定事由が生じた日から１月を経過する日」は、「臨時改定事由が生じた日」の翌日を起

算日として、暦に従って計算します。なお、起算日が月の初めでないときは、翌月におけるその

起算日に応当する日の前日（翌月にその応当する日がないときは、その月の末日）となります。

（例：臨時改定事由が生じた日が５月25日の場合、５月26日が起算日となり、翌月における起

算日に応当する日（６月26日）の前日である６月25日が「臨時改定事由が生じた日から１

月を経過する日」となります。） 

・業績悪化改定事由……「①」欄の「決議をした日」に記載した日から１月を経過する日と「①」欄の「直前届出に

係る給与の支給の日」の前日のうちいずれか早い日を記載するとともに、□にレ印を付しま

す。 

⑽ 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士又は税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してく

ださい。 

⑾ 「※」欄は、記載しないでください。 
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改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
 

 
 
 
 
   （新 設） 

付表（変更後の事前確定届出給与等の状況）

No.

区　分 支給時期（年月日） 区　分 支給時期（年月日）

No.

区　分 支給時期（年月日） 区　分 支給時期（年月日）

19・05

事 前 確 定 届 出 給 与 対 象 者

の 氏 名 （ 役 職 名 ）
（　　　　　　　　　　　　　　）

変 更 前 の 直 前 届 出 に 係 る 「定 め 」 に基 づ く

給 与 の 支 給 の 日
平成　   年 　　月 　　日

平成 　　年 　　月 　　日　～　平成 　　年 　　月 　　日

支給金額（円）

平成　   年 　　月 　　日直 前 届 出 に 係 る 届 出 書 の 提 出 を し た 日

当 初 届 出 に 係 る （ 連 結 ） 事 業 年 度 平成 　　年 　　月 　　日　～　平成 　　年 　　月 　　日

変

更

後

の

事

前

確

定

届
出

給

与

に

関

す

る

事

項

変

更

前

の

事

前

確

定

届
出

給

与

に

関

す

る

事

項

支給金額（円）

・　　・

今回の

届出額
・　　・

当 初 届 出 に 係 る （ 連 結 ） 事 業 年 度

開 始 の 日 の 属 す る 会 計 期 間

当

初

届

出

に

係

る
（

連

結
）

事

業

年

度

開

始

の

日

の

属

す

る

会

計

期

間

今回の

届出額

今回の

届出額

今回の

届出額

・　　・

支給額 ・　　・

当

初

届

出

に

係

る
（

連

結
）

事

業

年

度

開

始

の

日

の

属

す

る

会

計

期

間

届出額

届出額

支給額

・　　・

・　　・

届出額

変 更 前 の 直 前 届 出 に 係 る 「定 め 」 に基 づ く

給 与 の 支 給 の 日
平成　   年 　　月 　　日

届出額 ・　　・

翌

会

計

期

間

翌

会

計

期

間
今回の

届出額
・　　・

事 前 確 定 届 出 給 与 対 象 者

の 氏 名 （ 役 職 名 ）
（　　　　　　　　　　　　　　）

・　　・

支給額 ・　　・

当 初 届 出 に 係 る （ 連 結 ） 事 業 年 度

開 始 の 日 の 属 す る 会 計 期 間
平成 　　年 　　月 　　日　～　平成 　　年 　　月 　　日

支給金額（円） 支給金額（円）

今回の

届出額

支給額

届出額当

初

届

出

に

係

る
（

連

結
）

事

業

年

度

開

始

の

日

の

属

す

る

会

計

期

間

直 前 届 出 に 係 る 届 出 書 の 提 出 を し た 日 平成　   年 　　月 　　日

当 初 届 出 に 係 る （ 連 結 ） 事 業 年 度 平成 　　年 　　月 　　日　～　平成 　　年 　　月 　　日

変

更

後

の
事

前

確

定

届

出

給

与

に

関

す

る

事
項

変

更

前

の
事

前

確

定

届

出

給

与

に

関

す

る

事
項

当

初

届

出

に

係

る
（

連

結
）

事

業

年

度

開

始

の

日

の

属

す

る

会

計

期

間

・　　・

支給額 ・　　・

・　　・

・　　・

支給額 ・　　・

届出額 ・　　・

今回の

届出額

今回の

届出額

今回の

届出額

・　　・

届出額 ・　　・

・　　・

支給額 ・　　・

届出額 ・　　・

・　　・

支給額 ・　　・

届出額 ・　　・

・　　・

翌

会

計

期

間

翌

会

計

期

間
今回の

届出額
・　　・ 届出額 ・　　・

・　　・
（

規

格

Ａ

４

）
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改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 
 
 
 
   （新 設） 

 

付表（変更後の事前確定届出給与等の状況）の記載要領等 

 

１ この付表は、「事前確定届出給与に関する変更届出書」に添付してください。 

 

２ この届出に係る事前確定届出給与対象者が複数いる場合には、その支給対象者ごとにこの付表中の表を作成してくだ

さい。この場合には、右上端の「No.  」欄に一連番号を付してください。 

 

３ 各欄は、次により記載してください。 

 ⑴ 「事前確定届出給与対象者の氏名（役職名）」欄には、この届出に係る変更の事由に基因してその役職が変更され

た場合には、その変更後の役職名を記載してください。 

 ⑵ 「変更前の直前届出に係る「定め」に基づく給与の支給の日」欄には、業績悪化改定事由により直前届出に係る「定

め」の内容を変更する場合に、当該業績悪化改定事由によりその「定め」の内容の変更に関する株主総会等の決議を

した日後最初に到来する当該変更前の当該直前届出に係る「定め」に基づく給与の支給の日を記載してください。

 ⑶ 「直前届出に係る届出書の提出をした日」欄には、事前確定届出給与対象者に係る今回の変更の直前の「定め」の

内容に関する届出書の提出をした日を記載してください。 

 ⑷ 「当初届出に係る（連結）事業年度」欄には、今回、変更の届出を行う事前確定届出給与につき法人税法施行令第

69条第２項の規定による届出（以下「当初届出」といいます。）をした事業年度又は連結事業年度を記載してくださ

い。 

⑸ 「変更前の事前確定届出給与に関する事項」の「届出額」欄の「支給時期（年月日）」欄及び「支給金額（円）」欄

には、「当初届出に係る（連結）事業年度開始の日の属する会計期間」及び「翌会計期間」において、直前届出に係

る「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」に基づいて支給することとしていた事前確定届出給与について、その

支給時期及び支給金額を記載してください。 

また、「支給額」欄の「支給時期（年月日）」欄及び「支給金額（円）」欄には、直前届出において届け出た事前確

定届出給与のうち、実際に支給が行われたものについて、その支給時期及び支給金額を記載してください。 

⑹ 「変更後の事前確定届出給与に関する事項」の「支給時期（年月日）」欄及び「支給金額（円）」欄には、「当初届

出に係る（連結）事業年度開始の日の属する会計期間」及び「翌会計期間」において、この届出に係る「所定の時期

に確定額を支給する旨の定め」に基づいて支給することとしている変更後の事前確定届出給与の支給時期及び支給金

額を記載してください。 
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改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 
 
 
   （新 設） 

※整理番号           短期売買商品の一単位当たりの 

         帳簿価額の算出方法の届出書 
※連結グループ整理番号  

提 出 法 人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 

   

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  整理番号  

法 人 名  

部 門  

本店又は主たる 

事務所の所在地 

〒             （   局   署）

 

     電話（   ）    －     
決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課

  短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を下記のとおり届け出ます。 

種 類 又 は 銘 柄 算 出 方 法 新 た に 取 得 し た 年 月 日 

   移動平均法 ・ 総平均法       年    月    日 

   移動平均法 ・ 総平均法       年    月    日 

   移動平均法 ・ 総平均法       年    月    日 

   移動平均法 ・ 総平均法       年    月    日 

   移動平均法 ・ 総平均法       年    月    日 

   移動平均法 ・ 総平均法       年    月    日 

   移動平均法 ・ 総平均法       年    月    日 

参 
考 
事 
項 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印

※税務署 

処理欄 
部門  

決算

期 
 

業種 

番号 
 

整理

簿 
 備考  通信日付印 年  月  日 

確認

印 
   

19．06  

（

規

格

Ａ

４

） 

―
 32 ―

sano
長方形



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 
 
 
 
   （新 設） 

 

短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書の記載要領等 

 １ この届出書は、短期売買商品を所有していなかった単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます｡)又は連結

親法人が、新たに短期売買商品を取得した場合又は従来所有していた短期売買商品と種類及び銘柄の異なった短

期売買商品を新たに取得した場合において、その取得した短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を

届け出るときに使用してください。（法令第 118 条の６・第 155 条の６） 

（注） 短期売買商品とは、金、銀、白金その他の資産のうち、市場における短期的な価格の変動又は市場間の

価格差を利用して利益を得る目的（以下「短期売買目的」といいます。）で行う取引に専ら従事する者が

短期売買目的でその取得の取引を行ったものをいいます。（法令第 118 条の４） 

 ２ この届出書は、短期売買商品を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限（法人税法第 72 条第１

項に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限。以下同じ｡)までに、

納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の選定は、短期売買商品の種類及び銘柄の異なるごとに行

うことになっていますから、その区別ごとに評価方法を定めて明確に記載してください。 

 ４ 各欄は、次により記載します。 

  (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、「代表者

氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、「代

表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (3) 「種類又は銘柄」欄には、新たに取得した短期商品売買の種類及び銘柄について、その短期売買商品の種

類及び銘柄を、例えば「金」、「銀」、「白金」等のように記載してください。 

  (4) 「算出方法」欄は、選定する方法を○で囲んでください。 

  (5) 「新たに取得した年月日」欄には、この届出を必要とする短期売買商品の取得年月日を記載してください。

  (6) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押

印してください。 

  (7) 「※」欄は、記載しないでください。 
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改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
※整理番号           棚卸資産の評価方法・短期売買商品の一単位当 

         たりの帳簿価額の算出方法・有価証券の一単位 

当たりの帳簿価額の算出方法の変更承認申請書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

 

納 税 地 

〒 

 

     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 

〒 

 

 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整 理 番 号  

法 人 名  

部 門  

本店又は主たる 

事務所の所在地 

〒             （   局   署）

 

     電話（   ）    －     
決 算 期  

（フリガナ）  
業 種 番 号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課
                        
 
               （連結）事業年度から                         を下記のとおり
  
 
変更したいので申請します。    
                           記 

事 業 の 種 類 ・ 

有 価 証 券 の 区 分 

棚卸資産の区分・短期
売買商品の種類又は 
銘柄・有価証券の種類 

現 に よ っ て い る 

評 価 方 法 等 

左の評 価方法等を 

採 用 し た 年 月 日 

採 用しようとする

新 たな評価方法等

      年  月  日  

      年  月  日  

      年  月  日  

      年  月  日  

      年  月  日  

と
す
る
理
由

変
更
し
よ
う

 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 

※税務署 

処理欄 
部門  

決算

期 
 

業種 

番号 
 

整理

簿 
 備考  通信日付印 年  月  日 

確認

印 
   

19．06 改正                                       （法１３０８） 

（

規

格

Ａ

４

） 

自 平成  年  月  日 

至 平成  年  月  日 

棚卸資産の評価方法 

短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 

※整理番号           棚卸資産の評価方法・有価証券の 
         一単位当たりの帳簿価額の算出方法 

 の 変 更 承 認 申 請 書 ※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

 

納 税 地 

〒 

 

     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 

〒 

 

 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ） 整 理 番号  

法 人 名  

部 門  

本店又は主たる

事務所の所在地

〒             （   局   署） 

 

     電話（   ）    －     
決 算 期  

（フリガナ）
業 種 番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課

                        
                （連結）事業年度から                        を下記のとおり
  
 
変更したいので申請します。    
                           記 

事 業 の 種 類 ・

有 価 証 券 の 区 分

棚卸資産の区分・

有 価 証 券 の 種 類

現 に よ っ て い る 

評 価 方 法 等 

左の評価方法等を

採 用 し た 年 月 日

採用しようとする

新たな評価方法等

      年  月  日  

      年  月  日  

      年  月  日  

      年  月  日  

      年  月  日  

と
す
る
理
由 

変
更
し
よ
う 

 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 

※税務署

処理欄
部門  

決算

期 
 

業種

番号
 

整理

簿 
 備考  通信日付印 年  月  日 

確認

印 
   

18．06改正                                       （法１３０８） 

（

規

格

Ａ

４

） 

自 平成  年  月  日 

至 平成  年  月  日

棚卸資産の評価方法 

 

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 
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改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

  棚卸資産の評価方法 

  短期売買商品の一単位当たりの帳簿価格の算出方法

  有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 

の変更承認申請書の記載要領等 

 
 １ この申請書は、単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。)又は連結親法人が、既に選定している棚卸

資産の評価方法、短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額

の算出方法を変更しようとする場合に使用してください。（法人税法施行令第30条・第118条の６・第119条の

６・第155条の６） 

   この場合、棚卸資産について変更しようとする評価方法が法定の評価方法ではなく特別な評価方法であると

きは、「棚卸資産の特別な評価方法の承認申請書」により納税地の所轄税務署長に提出してください。 

 ２ この申請書は、新たに棚卸資産の評価方法、短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法又は有価証

券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、納税地の所轄税

務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ この申請書は、棚卸資産の評価方法の変更承認申請又は短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法

の変更承認申請若しくは有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更承認申請を行う場合に使用する

ことになっていますので、不要文字を抹消して使用してください。 

   また、同時に双方の申請を行う場合には、別々に申請書を提出してください。 

 ４ 棚卸資産の評価方法の選定は、原則として事業の種類ごとに、かつ、資産の区分ごとに行うことになってお

り、また、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の選定は、売買目的有価証券、満期保有目的等有価

証券、その他有価証券の区分ごとに、かつ、有価証券の種類ごとに行うことになっていますから、現によって

いる評価方法等を変更しようとする場合も、その区別ごとにその評価方法等を変更するかどうかを定めて、変

更しようとするその区別ごとの資産又は有価証券だけについて明確に記載してください。 

 ５ 各欄は、次により記載します。 

(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、「代

表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、

「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(3) 「事業の種類・有価証券の区分」欄には、棚卸資産については、法人の営んでいる事業の種類（事業所ご

とに選定しようとするときは、その別）を記載し、有価証券については、売買目的有価証券、満期保有目的

等有価証券、その他有価証券の別を記載してください。なお、短期売買商品については、記載の必要はあり

ません。 

(4) 「棚卸資産の区分・短期売買商品の種類又は銘柄・有価証券の種類」欄には、棚卸資産については、①商

品又は製品（副産物及び作業くずを除きます｡)、②半製品、③仕掛品（半成工事を含みます｡）、④主要原

材料、⑤補助原材料その他の棚卸資産の区分（上記区分を更に細分するときはその別）を記載し、短期売買

商品については、①金、②銀、③白金その他の資産の区分（上記区分を更に銘柄別に細分するときはその

別）を記載し、有価証券については、おおむね証券取引法第２条第１項第１号から第 11 号まで（第９号を

除きます。）の各号及び第２項第１号《定義》ごとの区分を記載します。 

したがって、例えば、国債証券、地方債証券、社債券（相互会社の社債券を含みます｡）、株券（新株予

約権を表示する証券を含みます｡)、証券投資信託の受益証券、貸付信託の受益証券などは、それぞれ種類の

異なる有価証券として区分することができます。この場合、外国又は外国法人の発行するもので同項第１号

から第６号まで、第７号の３又は第８号の性質を有するものはこれに準じて区分して記載してください｡ 

    (注) 新株予約権付社債は、それ以外の社債とはそれぞれ種類の異なる有価証券として区分し、外貨建ての

有価証券と円貨建ての有価証券又は外国若しくは外国法人の発行する有価証券と国若しくは内国法人の

発行する有価証券は、それぞれ種類の異なる有価証券として区分することができます。 

(5) 「現によっている評価方法等」欄には、現在採用している棚卸資産の評価方法、短期売買商品の一単位当

たりの帳簿価額の算出方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法（棚卸資産の評価方法、短期

売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出を

行わなかった等のため、法定の方法によることとされている場合には、その方法。以下同じ｡)を記載してく

ださい。 

(6) 「左の評価方法等を採用した年月日」欄には、現在の棚卸資産の評価方法、短期売買商品の一単位当たり

の帳簿価額の算出方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を採用した事業年度の開始の日を

記載してください。 

(7) 「採用しようとする新たな評価方法等」欄には、これから採用しようとする棚卸資産の評価方法、短期売

買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を記載して

ください。 

(8) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押

印してください。 

(9) 「※」欄は、記載しないでください。 

   棚卸資産の評価方法 

 

   有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 

の変更承認申請書の記載要領等 

 
 １ この申請書は、単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。)又は連結親法人が、既に選定している棚卸

資産の評価方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を変更しようとする場合に使用してくださ

い。（法人税法施行令第30条・第119条の６・第155条の６） 

 

   この場合、棚卸資産について変更しようとする評価方法が法定の評価方法ではなく特別な評価方法であると

きは、「棚卸資産の特別な評価方法の承認申請書」により納税地の所轄税務署長に提出してください。 

 ２ この申請書は、新たに棚卸資産の評価方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を採用しよう

とする事業年度開始の日の前日までに、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出

してください。 

 

 ３ この申請書は、棚卸資産の評価方法の変更承認申請と有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更

承認申請を行う場合に使用することになっていますので、いずれか一方の不要文字を抹消して使用してくださ

い。 

 

   また、同時にこれらの申請を行う場合には、別々に申請書を提出してください。 

 ４ 棚卸資産の評価方法の選定は、原則として事業の種類ごとに、かつ、資産の区分ごとに行うことになってお

り、また、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の選定は、売買目的有価証券、満期保有目的等有価

証券、その他有価証券の区分ごとに、かつ、有価証券の種類ごとに行うことになっていますから、現によって

いる評価方法等を変更しようとする場合も、その区別ごとにその評価方法等を変更するかどうかを定めて、変

更しようとするその区別ごとの資産又は有価証券だけについて明確に記載してください。 

 ５ 各欄は、次により記載します。 

(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、「代

表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、

「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(3) 「事業の種類・有価証券の区分」欄には、棚卸資産については、法人の営んでいる事業の種類（事業所ご

とに選定しようとするときは、その別）を記載し、有価証券については、売買目的有価証券、満期保有目的

等有価証券、 その他有価証券の別を記載してください。 

 

(4) 「棚卸資産の区分・有価証券の種類」欄には、棚卸資産については、①商品又は製品（副産物及び作業く

ずを除きます｡)、②半製品、③仕掛品（半成工事を含みます｡）、④主要原材料、⑤補助原材料その他の棚

卸資産の区分（上記区分を更に細分するときはその別）を記載し、有価証券については、おおむね証券取引

法第２条第１項第１号から第 11 号まで（第９号を除きます。）の各号及び第２項第１号《定義》ごとの区

分を記載します。 

 

したがって、例えば、国債証券、地方債証券、社債券（相互会社の社債券を含みます｡）、株券（新株予

約権を表示する証券を含みます｡)、証券投資信託の受益証券、貸付信託の受益証券などは、それぞれ種類の

異なる有価証券として区分することができます。この場合、外国又は外国法人の発行するもので同項第１号

から第６号まで、第７号の３又は第８号の性質を有するものはこれに準じて区分して記載してください｡ 

    (注) 新株引受権付社債は、それ以外の社債とはそれぞれ種類の異なる有価証券として区分し、外貨建ての

有価証券と円貨建ての有価証券又は外国若しくは外国法人の発行する有価証券と国若しくは内国法人の

発行する有価証券は、それぞれ種類の異なる有価証券として区分することができます。 

(5) 「現によっている評価方法等」欄には、現在採用している棚卸資産の評価方法又は有価証券の一単位当た

りの帳簿価額の算出方法（棚卸資産の評価方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出を

行わなかった等のため、法定の方法によることとされている場合には、その方法。以下同じ｡)を記載してく

ださい。 

 

(6) 「左の評価方法等を採用した年月日」欄には、現在の棚卸資産の評価方法又は有価証券の一単位当たりの

帳簿価額の算出方法を採用した事業年度の開始の日を記載してください。 

 

(7) 「採用しようとする新たな評価方法等」欄には、これから採用しようとする棚卸資産の評価方法又は有価

証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を記載してください。 

 

(8) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押

印してください。 

(9) 「※」欄は、記載しないでください。 
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改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 

者名 殿 

 

税 務 署 長       

財務事務官           

○印    

 

 

棚卸資産の評価方法 

短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 の変更申請の承認、却下通知書 

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 
 
                          棚卸資産の評価方法 
    貴法人から平成  年  月  日付でされた 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
                          有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 
 

変更申請については、下記のとおり承認又は却下したので通知します。 

                   記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名  

事 業 の 種 類 ・ 

有 価 証 券 の 区 分 

棚卸資産の区分・短期 
売買商品の種類又は 
銘柄・有価証券の種類 

変更しようとす る 

評 価 方 法 等 
承認 ・却下の区 分 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

    

 

 
この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 

 

 
 

 

 
 
19．06 改正                                      （法１３１０） 

（

規

格

Ａ

４

） 

法第     号 

納
税
地

 
平成  年  月  日 

法
人
名

  

代氏
表 

者名 殿 

 

税 務 署 長       

財務事務官           

○印    

 

 

棚卸資産の評価方法 
                        の変更申請の承認、却下通知書 

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 

 
                            棚卸資産の評価方法 

貴法人から平成  年  月  日付でされた 有価証券の一単位当たりの 変更申請 
                           帳簿価額の算出方法 

 
については、下記のとおり承認又は却下したので通知します。 

                   記 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名  

事 業 の 種 類 ・ 

有 価 証 券 の 区 分 

棚卸 資産の区分 ・ 

有 価 証 券 の 種 類 

変更しようとす る 

評 価 方 法 等 
承認 ・却下の区 分 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 

 

 
 

 

 

17．03 改正                                  （法１３１０） 

（

規

格

Ａ

４

） 
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改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

棚卸資産の評価方法                      承 認 
  短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 の変更申請の    通知書 

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法          却 下 
 

１ 使用目的  

  「棚卸資産の評価方法                       承 認 
   短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 の変更申請の      通知書」（法 1310）は、棚卸資産の

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法          却 下 

評価方法、短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の

変更申請について、承認又は却下の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

標 題 及 び 本 文 

 ｢棚卸資産の評価方法                  「承認」 
  短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法 及び     の箇所については、

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法  」   「却下」 

決議の内容に応じて不要文字を抹消する。 

本 文 

「承認又は却下」の箇所については、申請に係る事項の全部について承認する場合には「又

は却下」の字句を抹消し、申請に係る事項の全部について却下する場合には「承認又 は」

の字句を抹消する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 
対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。 

事 業 の 種 類 ・ 

有 価 証 券 の 区 分 

棚卸資産の評価方法に係る申請の場合には、事業の種類を記入し、有価証券の一単位当た

りの帳簿価額の算出方法に係る申請の場合には、売買目的有価証券、満期保有目的等有価証

券又はその他有価証券の別を記入する。短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法

に係る申請の場合には記入しない。 

棚卸資産の区分・短

期売買商品の種類

又は銘柄・有価証券

の種類 

棚卸資産の評価方法に係る申請の場合には、商品又は製品、半製品、仕掛品等の区分を記

入し、短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法に係る申請の場合には、金、銀、

白金等の種類又は銘柄を記入し、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法に係る申請

の場合には、国債及び地方債、社債、株式等の種類を記入する。有価証券の一単位当たりの

帳簿価額の算出方法に係る申請の場合には、国債証券、地方債証券、社債券、株券等の種類

を記入する。 

承認・却下の区分 申請に係る評価方法等の選定単位ごとに承認、却下の別を記入する。 

調 査 担 当 者 

「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

 (1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

 (2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所属

   国税局名を記入する。 

教      示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに留

意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 

 

（以下省略） 

 
棚卸資産の評価方法                   承 認 

                       の変更申請の    通知書 
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法       却 下 

 

１ 使用目的  

  ｢棚卸資産の評価方法                   承 認 
                        変更申請の    通知書」（法 1310）は、棚卸資産の評価方法

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法       却 下 

又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更申請について、承認又は却下の通知をする場合に使用する。

 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

標 題 及 び 本 文

 ｢棚卸資産の評価方法               「承認」 
                       及び     の箇所については、決議 

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法」   「却下」 

の内容に応じて不要文字を抹消する。 

本 文

「承認又は却下」の箇所については、申請に係る事項の全部について承認する場合には 

「又は却下」の字句を抹消し、申請に係る事項の全部について却下する場合には「承認又

 は」の字句を抹消する。 

申 請 の 対 象 が

連結子法人の場合
対象法人名は、連結子法人の場合のみ記入する。 

事 業 の 種 類 ・ 

有 価 証 券 の 区 分

   棚卸資産の評価方法に係る申請の場合には、事業の種類を記入し、有価証券の一単位当た

 りの帳簿価額の算出方法に係る申請の場合には、売買目的有価証券、満期保有目的等有価証

 券又はその他有価証券の別を記入する。 

 

棚卸資産の区分・

有価証券の種類

   棚卸資産の評価方法に係る申請の場合には、商品又は製品、半製品、仕掛品等の区分を記

 入し、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法に係る申請の場合には、国債及び地方

 債、社債、株式等の種類を記入する。有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法に係る

 申請の場合には、国債証券、地方債証券、社債券、株券等の種類を記入する。 

 

 

承認・却下の区分   申請に係る評価方法等の選定単位ごとに承認、却下の別を記入する。 

調 査 担 当 者

  「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、

 調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

 (1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

 (2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所属

   国税局名を記入する。 

教      示

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに留

意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 

 

（同 左） 
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長方形



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

         減価償却資産の償却方法の届出書の記載要領等 
 

１ この届出書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、減価償却資産の償却方法を選定

して届け出る場合に使用するもので、次の区分に応じそれぞれの提出期限までに提出してください。 

区       分         提 出 期 限        

 普通法人を設立した場合 
 
 

設立第１期の確定申告書の提出期限（法人税法第 72 条に
規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、
その中間申告書の提出期限） 

公益法人等及び人格のない社団等が新たに収益事 
業を開始した場合 

新たに収益事業を開始した日の属する事業年度の確定申
告書の提出期限 

 設立後（又は収益事業開始後）既に償却方法を選 
定している減価償却資産以外の減価償却資産を取 
得した場合 

その減価償却資産を取得した日の属する事業年度の確定
申告書の提出期限（法人税法第 72 条に規定する仮決算をし
た場合の中間申告書を提出するときはその中間申告書の提
出期限） 

 新たに事業所を設けた法人で、その事業所に属す 
る減価償却資産につき、その減価償却資産と同一 
区分の減価償却資産について既に採用している償 
却方法と異なる償却方法を選定しようとする場合 
又は既に事業所ごとに異なった償却方法を採用し 
ている場合 

新たに事業所を設けた日の属する事業年度の確定申告書
の提出期限（法人税法第 72 条に規定する仮決算をした場合
の中間申告書を提出するときはその中間申告書の提出期限）

 
 
 

新たに船舶の取得をした法人で、その船舶につき、
その船舶以外の船舶について既に採用している償 
却方法と異なる償却方法を選定しようとする場合 
又は既に船舶ごとに異なった償却方法を採用して 
いる場合 

新たに船舶の取得をした日の属する事業年度の確定申告
書の提出期限（法人税法第 72 条に規定する仮決算をした場
合の中間申告書を提出するときはその中間申告書の提出期
限） 

 

  （注）連結法人については、法人税法施行令第 155 条の６の規定によって提出してください。また、外国法人に 
ついては、法人税法施行令第 188 条の規定によって提出してください。 

 ２ この届出書は、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

この場合、事業所別に償却方法を選定して届け出るときには、事業所別に届出書を別葉に作成して提出してくださ

い。 

なお、鉱業権（試掘権を除きます｡)及び坑道について旧生産高比例法又は生産高比例法以外の方法を選定しようと

するときは、この届出書のほかに減価償却資産の耐用年数等に関する省令（以下「耐用年数省令」といいます｡)第１

条第２項に定める鉱業権及び坑道の耐用年数の認定申請書を提出することが必要ですからご注意ください。 

３ 減価償却資産の償却方法の選定は、一般減価償却資産、鉱業用減価償却資産及び鉱業権の別に、かつ、耐用年数省

令に定める区分ごとに、また、２以上の事業所又は船舶を有する法人は事業所又は船舶ごとに行うことができること

となっていますから、その区別ごとに償却方法を定めて明確に記入してください。 
  （注)1 建物（平成 10年３月 31 日以前に取得したものを除きます｡）、法人税法施行令第 13 条第８号に掲げる無形

固定資産（平成10年３月31日以前に取得した営業権及び鉱業権を除きます｡)及び同条第９号に掲げる生物（牛、
     馬、かんきつ樹、茶樹等）の償却方法は、平成 19年３月 31 日以前に取得をしたものは旧定額法に、平成 19 年

４月１日以後に取得したものは定額法によることとされていますので、償却方法の届出を要しません。 
     2 鉱業用減価償却資産とは、鉱業経営上直接必要な減価償却資産で、鉱業の廃止により著しくその価値を減ず
     るものをいいます。 
 ４ 各欄は、次により記入してください。 

  (1) ～ (3) 

（省 略） 

 

  (4) 「償却方法」欄には、 ｢資産、設備の種類」に記載した区分に応じて、採用しようとする旧定額法、旧定率法若

しくは旧生産高比例法又は定額法、定率法若しくは生産高比例法の別を記入してください。 

 

（以下省略） 

         減価償却資産の償却方法の届出書の記載要領等 
 

 １ この届出書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、減価償却資産の償却方法を選

定して届け出る場合に使用するもので、次の区分に応じそれぞれの提出期限までに提出してください。 

区       分         提 出 期 限        

 普通法人を設立した場合 
 
 

 設立第１期の確定申告書の提出期限（法人税法第 72 条に規 
 定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、そ
 の中間申告書の提出期限） 

公益法人等及び人格のない社団等が新たに収益事 
業を開始した場合 

 新たに収益事業を開始した日の属する事業年度の確定申告書
の提出期限 

 設立後（又は収益事業開始後）既に償却方法を選 
定している減価償却資産以外の減価償却資産を取 
得した場合 

その減価償却資産を取得した日の属する事業年度の確定申告
書の提出期限（法人税法第７２条に規定する仮決算をした場
合の中間申告書を提出するときはその中間申告書の提出期限）

 新たに事業所を設けた法人で、その事業所に属す 
る減価償却資産につき、その減価償却資産と同一 
区分の減価償却資産について既に採用している償 
却方法と異なる償却方法を選定しようとする場合 
又は既に事業所ごとに異なった償却方法を採用し 
ている場合 

 新たに事業所を設けた日の属する事業年度の確定申告書の提
出期限（法人税法第 72 条に規定する仮決算をした場合の中
間申告書を提出するときはその中間申告書の提出期限） 

 
 
 

  （注）連結法人については、法人税法施行令第 155 条の６の規定によって提出してください。また、外国法人に 
ついては、法人税法施行令第 188 条第３項の規定によって提出してください。 

 ２ この届出書は、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

   この場合、事業所別に償却方法を選定して届け出るときには、事業所別に届出書を別葉に作成して提出してくださ

  い。 

   なお、鉱業権（試掘権を除きます｡)及び坑道について生産高比例法以外の方法を選定しようとするときは、この届

  出書のほかに減価償却資産の耐用年数等に関する省令（以下「耐用年数省令」といいます｡)第１条第２項に定める鉱

  業権及び坑道の耐用年数の認定申請書を提出することが必要ですからご注意ください。 

 

 ３ 減価償却資産の償却方法の選定は、一般減価償却資産、鉱業用減価償却資産及び鉱業権の別に、かつ、耐用年数省

  令に定める区分ごとに、また、２以上の事業所を有する法人は事業所ごとに行うことになっていますから、その区別

  ごとに償却方法を定めて明確に記入してください。 
  （注)1 建物（平成 10 年３月 31 日以前に取得したものを除きます｡）、法人税法施行令第 13条第８号に掲げる無形

固定資産（平成10年３月31日以前に取得した営業権及び鉱業権を除きます｡)及び同条第９号に掲げる生物（牛、
     馬、かんきつ樹、茶樹等）の償却方法は、定額法によることとされていますので、償却方法の届出を要しませ

ん。 
     2 鉱業用減価償却資産とは、鉱業経営上直接必要な減価償却資産で、鉱業の廃止により著しくその価値を減ず
     るものをいいます。 
 ４ 各欄は、次により記入してください。 

  (1) ～ (3) 

（同 左） 

 

  (4) 「償却方法」欄には、 ｢資産、設備の種類」に記載した区分に応じて、採用しようとする定率法、定額法あるい

は生産高比例法の別を記入してください。 

 

（同 左） 

 

―
 38 ―

sano
長方形



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

特別な償却方法の承認申請書の記載要領等 

 

 １ この申請書は、単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。)又は連結親法人が、減価償

却資産の減価償却を旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、定額法、定率法又は生産高比例法

以外の特別な償却方法により行おうとする場合に使用してください。（法人税法施行令第 48 条

の４・第 155 条の６） 

  （注）取替法又は特別な償却率により償却を行っている減価償却資産についてはこの申請の対

象となりません。 

 ２ この申請書は、納税地の所轄税務署長に２通提出してください。 

 ３ 申請書の各欄は、次により記載してください。 

(1) ～ (6) 

（省 略） 

 

(7) 「期中取得資産の償却方法」欄には、その採用しようとする特別な償却の方法が法人税法

施行令第 59 条第１項第１号又は第２号（事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の

償却限度額の特例）に掲げる償却限度額の特例のいずれに類するかにより該当する文字を○

で囲んでください。 

で囲んでください。 

（注） 承認を受けようとする特別な償却の方法が旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は

取替法に類する場合………………………………………………………………第１号 

承認を受けようとする特別な償却の方法が旧生産高比例法又は生産高比例法に類す

る場合………………………………………………………………………………第２号 

 

（以下省略） 

特別な償却方法の承認申請書の記載要領等 

 

 １ この申請書は、単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。)又は連結親法人が、減価償

却資産の減価償却を定額法、定率法又は生産高比例法以外の特別な償却方法により行おうとす

る場合に使用してください。（法人税法施行令第 48 条の２・第 155 条の６） 

 

  （注）取替法又は特別な償却率により償却を行っている減価償却資産についてはこの申請の対

象となりません。 

 ２ この申請書は、納税地の所轄税務署長に２通提出してください。 

 ３ 申請書の各欄は、次により記載してください。 

(1) ～ (6) 

（同 左） 

 

(7) 「期中取得資産の償却方法」欄には、その採用しようとする特別な償却の方法が法人税法

施行令第 59 条第１項第１号又は第２号（事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の

償却限度額の特例）に掲げる償却限度額の特例のいずれに類するかにより該当する文字を○

で囲んでください。 

（注） 承認を受けようとする特別な償却の方法が定額法、定率法又は取替法に類する場合…

………………第１号 

承認を受けようとする特別な償却の方法が生産高比例法に類する場合…………………

………………第２号 

 

（同 左） 
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改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 
 
 
 
   （新 設） 

※整理番号         リース賃貸資産の償却方法に係る 
旧リース期間定額法の届出書 

※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 

〒 

 

     電話(   )    －     

（フリガナ）

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 

〒 

 

 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                      業 

（フリガナ）  整理番号  

法 人 名  

部 門  

本店又は主たる

事務所の所在地 

〒             （   局   署） 

 

     電話（   ）    －     
決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課

  リース賃貸資産について旧リース期間定額法を採用することを下記のとおり届け出ます。 

記 

資 産 、 設 備 の 種 類 改定取得価額の合計額 資 産 、 設 備 の 種 類 改定取得価額の合計額

建 物    

建 物 附 属 設 備    

構 築 物    

船 舶    

航 空 機    

車 両 及 び 運 搬 具    

工 具    

器 具 及 び 備 品    

機 械 及 び 装 置    

(     )    設備    

参
考
事
項 

１ 採用する事業年度  自 平成  年  月  日  
            至 平成  年  月  日  
２ その他 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印 

※ 税 務 署 処 理 欄 部門  
決算 

期 
 

業種

番号
 

整理 

簿 
 備考  

19．06   

（

規

格

Ａ

４

） 
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改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 
 
 
 
   （新 設） 

 

   リース賃貸資産の償却方法に係る旧リース期間定額法の届出書の記載要領等 
 

 １ この届出書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、法人税法施行令

第 49 条の 2《リース賃貸資産の償却の方法の特例》の規定に基づき、リース賃貸資産（法人税法施行令

第 48 条第 1項第 6号《減価償却資産の償却の方法》に規定する改正前リース取引の目的とされている減

価償却資産（同号に規定する国外リース資産を除きます。））の償却方法に旧リース期間定額法を選定して

届け出る場合に使用するもので、その旧リース期間定額法を採用しようとする事業年度の確定申告書の提

出期限（法人税法第 72 条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書

の提出期限）までに提出してください。 

（注）連結法人については、法人税法施行令第 155 条の６の規定によって提出してください。 

 ２ この届出書は、納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 ３ 各欄は、次により記入してください。 

  (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、「代

表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、

「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (3) 「資産、設備の種類」欄には、リース賃貸資産について、次の区分ごとにその資産の種類を記入して

ください。 

この場合、機械及び装置については、耐用年数省令別表第二又は別表第五の番号を（  ）内に記

載してください。また、鉱業用減価償却資産を有する場合には、一般の減価償却資産と区別して鉱業

用資産と明示してください。 

   イ 機械及び装置以外の減価償却資産については、耐用年数省令別表第一に規定する種類（この欄に既

に印刷されている８つの種類）ごと。 

   ロ 機械及び装置については、耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類ごと。 

   ハ 汚水処理の用に供されている減価償却資産については、耐用年数省令別表第五に規定する種類ごと。 

   ニ ばい煙処理の用に供されている減価償却資産については、耐用年数省令別表第六に規定する種類ご

と。 

   ホ 農業及び林業の用に供されている減価償却資産については、耐用年数省令別表第七に規定する種類

ごと。 

   ヘ 開発研究の用に供されている減価償却資産については、耐用年数省令別表第八に規定する種類ごと。 

   ト 坑道及び鉱業権（試掘権を除きます｡)については、当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令別表第

二に規定する設備の種類ごと。 

   チ 試掘権については、当該試掘権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類ごと。 

  (4) 「改定取得価額の合計額」欄には、区分された資産の種類ごとにリース賃貸資産の改定取得価額（法

人税法施行令第 49 条の２第３項に規定する「改定取得価額」をいいます。）の合計額を記載します。 

  (5) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署

名押印してください。 

  (6) 「※税務署処理欄」には、何も記載しないでください。 
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改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

減価償却資産の償却方法の変更承認申請書の記載要領等 

 

１ この申請書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、既に選定している減価

償却資産の償却方法を変更しようとする場合に使用してください。（法人税法施行令第 52 条・第 155 条の６）

なお、償却方法の変更承認申請は、法人が既に選定した減価償却資産の償却方法を、その取得の時期に応じて

選定可能な他の償却方法に変更しようとする場合のほか、取替法若しくは特別な償却率による償却方法を定率法

等に変更しようとする場合又は取替資産について既に選定した償却方法をいずれか他の償却方法に変更しよう

とする場合にも必要ですから注意してください。 

（注） 鉱業権（試掘権を除く｡)及び坑道について、生産高比例法から他の償却方法に変更しようとする場合に

は、この申請書のほかに「採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の認定申請書」を提出しなければな

りません。 

２ この申請書は、新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、納税地の所轄税務署長に

1 通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

この場合、事業所別に償却方法を選定しているものにつき、その償却方法の変更を届け出るときには、事業所

別に申請書を別葉に作成して提出してください。 

（注） 平成 19年４月１日以後最初に終了する事業年度において、法人が選定した償却方法等を変更しようとす

るときは、その事業年度に係る確定申告書の提出期限までに、当該申請書の記載事項と同様の事項を記載し

た届出書（この申請様式に所定の事項を記載したもの等）を提出したときは、その届出書の提出をもって承

認があったものとみなされます。 

３ 減価償却資産の償却方法の選定は、減価償却資産の取得の時期に応じて、一般減価償却資産、鉱業用減価償却

資産及び鉱業権の別に、かつ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（以下「耐用年数省令」といいます。） に

定める区分ごとに、また、２以上の事業所又は船舶を有する法人は事業所又は船舶ごとに行うことができること

となっていますから、償却方法を変更しようとする場合もその区別ごとに償却方法を変更するかどうかを定めて

変更しようとする当該区別ごとの資産、設備だけについて明確に記入してください。 

 ４ 各欄は、次により記入してください。 

  (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、「代表者氏

名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、「代表

者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (3)  ｢資産、設備の種類」欄には、選定する減価償却資産の償却方法に応じた減価償却資産の区分及び次の区分

にしたがって減価償却資産の種類を記入してください。 

なお、鉱業用減価償却資産について変更しようとする場合には、一般の減価償却資産と区別して鉱業用資産

と明示してください。 

この場合、機械及び装置については、耐用年数省令別表第二又は別表第五の番号を（ ）内に記載してくだ

さい。 

 

（以下省略） 

減価償却資産の償却方法の変更承認申請書の記載要領等 

 

１ この申請書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、既に選定している減価

償却資産の償却方法を変更しようとする場合に使用してください。（法人税法施行令第 52 条・第 155 条の６）

なお、償却方法の変更承認申請は、法人税法施行令第 48 条に規定する定率法、定額法及び生産高比例法の範

囲で変更しようとする場合のほか、取替法若しくは特別な償却率による償却方法を定率法等に変更しようとする

場合又は取替資産の定率法若しくは定額法による償却方法をいずれか他の償却方法に変更しようとする場合に

も必要ですから注意してください。 

（注） 鉱業権（試掘権を除く｡)及び坑道について、生産高比例法から他の償却方法に変更しようとする場合に

は、この申請書のほかに「採掘権、租鉱権、採石権又は坑道の耐用年数の認定申請書」を提出しなければな

りません。 

２ この申請書は、新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、納税地の所轄税務署長に

1 通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

この場合、事業所別に償却方法を選定しているものにつき、その償却方法の変更を届け出るときには、事業所

別に申請書を別葉に作成して提出してください。 

 

 

 

 

３ 減価償却資産の償却方法の選定は、一般減価償却資産、鉱業用減価償却資産及び鉱業権の別に、かつ、減価償

却資産の耐用年数等に関する省令（以下「耐用年数省令」といいます。） に定める区分ごとに行うことになって

いますから、償却方法を変更しようとする場合もその区別ごとに償却方法を変更するかどうかを定めて、変更し

ようとする当該区別ごとの資産、設備だけについて明確に記入してください。 

 

 ４ 各欄は、次により記入してください。 

  (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地」、「代表者氏

名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、「代表

者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (3)  ｢資産、設備の種類」欄には、次の区分にしたがって減価償却資産の種類を記入してください。 

なお、鉱業用減価償却資産について変更しようとする場合には、一般の減価償却資産と区別して鉱業用資産

と明示してください。 

 

 

 

 

（同 左）
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改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

耐用年数の短縮の承認申請書の記載要領等 
 

 １ この申請書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、耐用年

数の短縮の承認を受けようとする場合に使用してください。（法人税法施行令第 57 条・第 155

条の６） 

 ２ この申請書は、納税地の所轄税務署長を経由して所轄国税局長に２通提出してください。 

   なお、この申請に係る耐用年数の短縮の規定については、所轄国税局長から書面による承認の

通知があった日の属する事業年度から適用できます。 

 ３ 申請書の各欄は、次により記載してください。 

  (1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税

地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表

者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (3) ｢申請の事由１」欄には、耐用年数の短縮の承認を受けようとする減価償却資産（以下「申

請資産」といいます。）のその申請の事由が、法人税法施行令第 57 条第１項第１号から第６

号まで及び法人税法施行規則第 16 条各号に掲げる事由のいずれの事由に該当するかの区分

を記載してください。 

  (4) ｢資産の種類及び名称２」欄には、申請資産につき、減価償却資産の耐用年数等に関する省

令別表に掲げる種類又は設備の種類及びその名称を記載してください。 

  (5) ｢同上の資産の（３～５）」欄には、申請資産につき、その所在する事業所名及び所在地、

承認を受けようとする使用可能期間の年数及び法定耐用年数をそれぞれ記載してください。

  (6) ｢使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短い事由及びその事実の概要６」欄には、実

際の耐用年数が法定耐用年数に比し著しく短いことについての具体的な事由及びその事実の

概要を記載してください。 

  (7) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

  (8) ｢※」欄は、記載しないでください。 

 ４ 申請書の提出にあたっては、次の書類を添付してください。 

(1) 「承認を受けようとする使用可能期間の算定の明細書」 

(2) 申請資産の取得価額が確認できる資料（例：請求書等） 

(3) 個々の資産の内容及び使用可能期間が確認できる資料 

（例：見積書、仕様書、メーカー作成資料等） 

(4) 申請資産の状況が明らかとなる資料（例：写真、カタログ、設計図等） 

(5) 申請資産がリース物件の場合、貸与を受けている者の用途等が確認できる書類 

（例：リース契約書の写し、納品書の写し等） 

耐用年数の短縮の承認申請書の記載要領等 
 

 １ この申請書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、耐用年

数の短縮の承認を受けようとする場合に使用してください。（法人税法施行令第 57 条・第 155

条の６） 

 ２ この申請書は、納税地の所轄税務署長を経由して所轄国税局長に２通提出してください。 

   なお、この申請に係る耐用年数の短縮の規定については、所轄国税局長から書面による承認の

通知があった日の属する事業年度から適用できます。 

 ３ 申請書の各欄は、次により記載してください。 

  (1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税

地」、「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表

者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (3) ｢申請の事由１」欄には、耐用年数の短縮の承認を受けようとする減価償却資産のその申請

の事由が、法人税法施行令第 57 条第１項第１号から第５号まで及び法人税法施行規則第 16

条各号に掲げる事由のいずれの事由に該当するかの区分を記載してください。 

  (4) ｢資産の種類及び名称２」欄には、(3)の減価償却資産につき、減価償却資産の耐用年数等

に関する省令別表に掲げる種類又は設備の種類及びその名称を記載してください。 

  (5) ｢同上の資産の（３～５）」欄には、(4)の減価償却資産につき、その所在する事業所名及び

所在地、承認を受けようとする使用可能期間の年数及び法定耐用年数をそれぞれ記載してく

ださい。 

  (6) ｢使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短い事由及びその事実の概要６」欄には、実

際の耐用年数が法定耐用年数に比し著しく短いことについての具体的な事由及びその事実の

概要を記載してください。 

  (7) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理

士等が署名押印してください。 

  (8) ｢※」欄は、記載しないでください。 

 ４ 耐用年数の短縮の承認を受けようとする場合には、この申請書に耐用年数の短縮を受けようと

する減価償却資産が法人税法施行令第 57 条第１項各号に掲げる事由のいずれかに該当すること

を証する書類を添付する必要がありますので、３(3)の減価償却資産につき別紙「承認を受けよ

うとする使用可能期間の算定の明細書」を記載の上、添付してください。 

 ５ この申請書には、申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の営業報告書及び法人税確定申

告書別表十六（減価償却資産の償却額の計算に関する明細書）の写し並びに３(3)の減価償却資

産の写真、カタログ等申請資産の状況が明らかになる資料を添付してください。
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改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 

改 正 後 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 
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切

り
捨
て
ま
す
｡）

を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
機

械
及

び
装

置
に

含
ま

れ
る

資
産

で
、

耐
用

年
数

の
短

縮
の

事
実

が
な

い
も

の
に

つ
い

て
は

、
そ

の
「

計
ｈ

」
欄

に
当

該
機

械
及

び
装

置

の
法

定
耐

用
年

数
の

算
定

の
基

礎
と

な
っ

た
個

々
の

資
産

の
年

数
（

昭
和
40

年
４

月
国

税
庁

公
表

 
「

機
械

装
置

の
個

別
年

数
」

に
掲

げ
る

年
数

）
を

記
載

し
て

く

だ
さ
い
。

８
 
「
年
要
償
却
額
ｉ
」
欄
に
は
、
３

の
資
産
に
つ
い
て
「
取

得
価
額
ｇ
」
欄
の
金
額
を

「
計
ｈ
」
の
年
数
で
除
し
て
算
出
し
た
金
額
を
記
載

し
て
く
だ
さ
い
。

９
 

３
の

資
産

が
機

械
及

び
装

置
に

含
ま

れ
る

資
産

で
あ

る
場

合
又

は
車

両
及

び
運

搬
具

若
し

く
は

工
具

、
器

具
及

び
備

品
で

あ
る

場
合

に
は

「
取

得
価

額
ｇ

」
及

び

「
年

要
償

却
額

ｉ
」

欄
に

こ
れ

に
含

ま
れ

る
資

産
の

全
部

に
つ

い
て

の
計

を
付

し
、

当
該

「
取

得
価

額
ｇ

」
の

額
の

合
計

額
を

「
年

要
償

却
額

ｉ
」

の
額

の
合

計
額

で
除
し
て

算
出
し
た
数
（
１
年
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は

こ
れ
を
切
り
捨
て
ま
す
。
)を

「
算
出
使
用
可
能
期

間
ｊ
」
欄
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

10
 

「
承

認
を

受
け

よ
う

と
す

る
使

用
可

能
期

間
ｋ

」
欄

に
は

、
２

の
資

産
が

機
械

及
び

装
置

で
あ

る
場

合
に

は
、

９
に

よ
り

計
算

し
「

算
出

使
用

可
能

期
間

ｊ
」

欄

に
記

載
し

た
年

数
を

、
機

械
及

び
装

置
以

外
の

資
産

で
あ

る
場

合
に

は
「

承
認

を
受

け
よ

う
と

す
る

使
用

可
能

期
間

の
算

定
の

基
礎

計
ｈ

」
欄

に
記

載
し

た
年

数

を
限
度
と

し
て
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
耐
用
年
数
を
記
載

し
て
く
だ
さ
い
。

11
 

「
帳

簿
価

額
ｍ

」
欄

に
は

、
２

の
資

産
が

機
械

及
び

装
置

で
あ

る
場

合
に

は
、

当
該

機
械

及
び

装
置

に
含

ま
れ

る
資

産
の

全
部

に
つ

い
て

計
を

付
し

た
欄

に
申

請

の
日

の
属

す
る

事
業

年
度

開
始

の
日

に
お

け
る

帳
簿

価
額

を
、

そ
の

他
の

資
産

で
あ

る
場

合
に

は
、

当
該

資
産

の
同

日
に

お
け

る
帳

簿
価

額
の

合
計

額
を

記
載

し
て

く
だ
さ
い

。

 
な
お
、

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
中
途
に
取
得
し
た

資
産
に
つ
い
て
は
、
申
請

日
現
在
の
帳
簿
価
額
を

記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

12
 
「
所
在

地
ｎ
」
欄
に
は
、
そ
の
所

在
す
る
事
業
所
名
及
び
所
在
地
を
記
載
し
て
く
だ
さ

い
。

承
認

を
受

け
よ

う
と

す
る

使
用

可
能

期
間

の
算

定
の

明
細

書
の

記
載

要
領

等

１
 
「
番
号
ａ
」
欄
に
は
、
一
連
番
号
を
付
し
て
く
だ
さ
い
。

２
 

「
種

類
（

設
備

の
種

類
を

含
む

｡
）

ｂ
」

及
び

「
構

造
又

は
用

途
ｃ

」
の

各
欄

に
は

、
申

請
資

産
の

減
価

償
却

資
産

の
耐

用
年

数
等

に
関

す
る

省
令

（
以

下
「

耐
用

年
数
省
令
」
と
い
い
ま
す
｡)別

表
に
掲
げ
る
種
類
、
設
備
の
種
類
及
び
構
造
又
は
用
途
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

３
 

「
細

目
（

個
々

の
資

産
の

名
称

）
ｄ

」
欄

に
は

、
申

請
資

産
ご

と
（

当
該

資
産

が
機

械
及

び
装

置
で

あ
る

場
合

に
は

、
当

該
機

械
及

び
装

置
に

含
ま

れ
る

個
々

の

機
械

で
、

そ
の

型
式

、
性

能
等

の
仕

様
及

び
取

得
年

月
の

異
な

る
ご

と
、

車
両

及
び

運
搬

具
又

は
工

具
、

器
具

及
び

備
品

で
あ

る
場

合
に

は
、

耐
用

年
数

省
令

別
表

第
一
の
細
目
に
掲
げ
る
資
産
の
名
称
の
異
な
る
も
の
ご
と
）
に
そ
の
名
称
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

４
 
「
数
量
ｅ
」
欄
に
は
、
２

の
資
産
の
数
量
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

５
 

「
法

定
耐

用
年

数
ｆ

」
欄

に
は

、
２

の
資

産
に

つ
い

て
定

め
ら

れ
て

い
る

法
定

耐
用

年
数

（
当

該
資

産
が

機
械

及
び

装
置

に
含

ま
れ

る
個

々
の

資
産

で
あ

る
場

合

に
は
、
当
該
機
械
及
び
装
置
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
法
定
耐
用
年
数
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

６
 

「
取

得
価

額
ｇ

」
欄

に
は

、
２

の
資

産
の

取
得

価
額

（
申

請
の

理
由

が
法

人
税

法
施

行
規

則
第

1
6

条
第

２
号

に
掲

げ
る

事
由

及
び

こ
れ

に
準

ず
る

同
条

第
３

号

に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
再
取
得
価
額
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

７
 

「
承

認
を

受
け

よ
う

と
す

る
使

用
可

能
期

間
の

算
定

の
基

礎
」

欄
に

は
、

２
の

資
産

に
つ

き
申

請
時

ま
で

の
経

過
年

数
と

そ
の

後
の

実
際

の
使

用
可

能
期

間
の

年

数
と
を
記
載
し
､
｢計

ｈ
｣
欄
に
は
そ
の
年
数
の
合
計
（
そ
の
合
計
に
１
年
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
｡
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
機

械
及

び
装

置
に

含
ま

れ
る

資
産

で
、

耐
用

年
数

の
短

縮
の

事
実

が
な

い
も

の
に

つ
い

て
は

、
そ

の
「

計
ｈ

」
欄

に
当

該
機

械
及

び
装

置

の
法

定
耐

用
年

数
の

算
定

の
基

礎
と

な
っ

た
個

々
の

資
産

の
年

数
（

昭
和
40

年
４

月
国

税
庁

公
表

 
「

機
械

装
置

の
個

別
年

数
」

に
掲

げ
る

年
数

）
を

記
載

し
て

く

だ
さ
い
。

８
 
「
年
要
償
却
額
ｉ
」
欄
に
は
、
２

の
資
産
に
つ
い
て
「
取
得
価
額
ｇ
」
欄
の
金
額
を
「
計
ｈ
」
の
年
数
で
除
し
て
算
出
し
た
金
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

９
 

２
の

資
産

が
機

械
及

び
装

置
に

含
ま

れ
る

資
産

で
あ

る
場

合
又

は
車

両
及

び
運

搬
具

若
し

く
は

工
具

、
器

具
及

び
備

品
で

あ
る

場
合

に
は

「
取

得
価

額
ｇ

」
及

び

「
年

要
償

却
額

ｉ
」

欄
に

こ
れ

に
含

ま
れ

る
資

産
の

全
部

に
つ

い
て

の
計

を
付

し
、

当
該

「
取

得
価

額
ｇ

」
の

額
の

合
計

額
を

「
年

要
償

却
額

ｉ
」

の
額

の
合

計
額

で
除
し
て
算
出
し
た
数
（
小
数
点
１
位
以
下
の
数
は
切
り
捨
て
る
｡)を

「
算
出
使
用
可
能
期
間
ｊ
」
欄
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

10
 

「
承

認
を

受
け

よ
う

と
す

る
使

用
可

能
期

間
ｋ

」
欄

に
は

、
２

の
資

産
が

機
械

及
び

装
置

で
あ

る
場

合
に

は
、

９
に

よ
り

計
算

し
「

算
出

使
用

可
能

期
間

ｊ
」

欄

に
記

載
し

た
年

数
を

、
機

械
及

び
装

置
以

外
の

資
産

で
あ

る
場

合
に

は
「

承
認

を
受

け
よ

う
と

す
る

使
用

可
能

期
間

の
算

定
の

基
礎

計
ｈ

」
欄

に
記

載
し

た
年

数

を
限
度
と
し
て
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
耐
用
年
数
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

11
 

「
帳

簿
価

額
ｍ

」
欄

に
は

、
２

の
資

産
が

機
械

及
び

装
置

で
あ

る
場

合
に

は
、

当
該

機
械

及
び

装
置

に
含

ま
れ

る
資

産
の

全
部

に
つ

い
て

計
を

付
し

た
欄

に
申

請

の
日

の
属

す
る

事
業

年
度

開
始

の
日

に
お

け
る

帳
簿

価
額

を
、

そ
の

他
の

資
産

で
あ

る
場

合
に

は
、

当
該

資
産

の
同

日
に

お
け

る
帳

簿
価

額
の

合
計

額
を

記
載

し
て

く
だ
さ
い
。

（
追
 
加
）

12
 
「
所
在
地
ｎ
」
欄
に
は
、
そ
の
所
在
す
る
事
業
所
名
及
び
所
在
地
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

―
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sano
長方形



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  ※整理番号           堅 牢 な 建 物 等 の 残 存 使 用 

         可 能 期 間 の 認 定 申 請 書 
※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 

〒 

 

     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 

〒 

 

     

この申請に応答 

する係及び氏名 

 
 
     電話（   ）    －     

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  
整理番号  

法 人 名  

部 門  

本店又は主たる 

事務所の所在地 

〒             （   局   署）

 

     電話（   ）    －     
決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所 
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課

  次の資産の減価償却について、取得価額の100分の95相当額に達した後の残存使用可能期間の月数の認定を申請します。

               認 定 を 受 け る 減 価 償 却 資 産 の 明 細 

種 類 
( 設 備 の 種 類 を 含 む ) 1  

構 造 又 は 用 途 2  

細 目 

( 資 産 の 名 称 ) 
3  

所 在 す る 場 所 4  

取 得 年 月 日 5                        年     月     日

取 得 価 額 6                                    円

取得価額の 100 分の 95相当額 

に達した事業年度終了の日 
7                 平成     年     月     日

同 上 に お け る 帳 簿 価 額 8                                    円

認定を受けようとする月数 9  

月数の算定根基 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印 

 

※税務署 

処理欄 
部門  

決算

期 
 

業種 

番号 
 

整理

簿 
 備考  通信日付印 年  月  日 

確認

印 
   

 

19．06改正                                       （法１３２１） 

（

規

格

Ａ

４

）

※整理番号           堅 ろ う 建 物 等 の 残 存 使 用 

         可 能 期 間 の 認 定 申 請 書 
※連結グループ整理番号  

提出法人 （フリガナ）  

法 人 名 
 

納 税 地 

〒 

 

     電話(   )    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 

〒 

 

     

この申請に応答 

する係及び氏名 

 
 
     電話（   ）    －     

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

 

 

       税務署長殿 

□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

事 業 種 目                     業 

（フリガナ）  
整理番号  

法 人 名  

部 門  

本店又は主たる

事務所の所在地

〒             （   局   署） 

 

     電話（   ）    －     
決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

代 表 者 住 所
〒 整 理 簿  

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

事 業 種 目                       業 

※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

回 付 先
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課

  次の資産の減価償却について、償却可能限度額に達した後の残存使用可能期間の月数の認定を申請します。 

               認 定 を 受 け る 減 価 償 却 資 産 の 明 細 

種 類 
( 設 備 の 種 類 を 含 む ) 1  

構 造 又 は 用 途 2  

細 目 

( 資 産 の 名 称 ) 
3  

所 在 す る 場 所 4  

取 得 年 月 日 5                        年     月     日

取 得 価 額 6                                    円

償 却可能 限度 額 に達し た 

事 業 年 度 終 了 の 日 
7                 平成     年     月     日

同 上 に お け る 帳 簿 価 額 8                                    円

認定を受けようとする月数 9  

月数の算定根基 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印 

 

※税務署

処理欄
部門  

決算

期 
 

業種

番号
 

整理

簿 
 備考  通信日付印 年  月  日

確認

印 
   

 

18．06改正                                       （法１３２１） 

（

規

格

Ａ

４

）

―
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sano
長方形



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
 

 
 
 

堅牢な建物等の残存使用可能期間の認定申請書の記載要領等 

 １ この申請書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、堅牢な

建物等（法人税法施行令第 61 の２条第１項に掲げる減価償却資産）のうち、償却額の累積額が

当該資産の取得価額の 100 分の 95 相当額に達したものについて、さらにその帳簿価額が１円に

達するまで償却しようとする場合の残存使用可能期間の月数の認定を受けようとするときに使

用してください。（法人税法施行令第 155 条の６の規定を含む） 

 ２ この申請書は、１の認定を受けようとする事業年度又は連結事業年度開始の日の前日までに、

納税地の所轄税務署長に２通提出してください。 

 ３ 申請書の各欄は、次により記載してください。 

  (1) ～ (4) 

（省 略） 

 

  (5) ｢同上における帳簿価額８」欄には、認定を受けようとする資産についてした償却の額の累

積額が当該資産の取得価額の100分の95相当額に達することとなった日の属する事業年度又

は連結事業年度終了の日における帳簿価額を記載してください。 

 

（以下省略） 

堅ろう建物等の残存使用可能期間の認定申請書の記載要領等 

 １ この申請書は、単体法人（連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、堅ろう

建物等（法人税法施行令第 61 条第２項に掲げる減価償却資産）のうち、償却額の累積額が償却

可能限度額（取得価額の 100 分の 95 相当額）に達したものについて、さらにその帳簿価額が１

円に達するまで償却しようとする場合の残存使用可能期間の月数の認定を受けようとするとき

に使用してください。（法人税法施行令第 155 条の６の規定を含む） 

 ２ この申請書は、１の認定を受けようとする事業年度又は連結事業年度開始の日の前日までに、

納税地の所轄税務署長に２通提出してください。 

 ３ 申請書の各欄は、次により記載してください。 

  (1) ～ (4) 

（同 左） 

 

  (5) ｢同上における帳簿価額８」欄には、認定を受けようとする資産についてした償却の額の累

計額が償却可能限度額に達することとなった日の属する事業年度又は連結事業年度終了の日

における帳簿価額を記載してください。 

 

（同 左） 
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sano
長方形



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 
 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長       

財務事務官           

○印    

 

堅牢な建物等の残存使用可能期間の認定通知書 

 
   貴法人から平成  年  月  日付で申請があった堅牢な 建物等の残存使用可能期間について

 

は、下記のとおり認定したので通知します。 

 
                         自平成  年  月  日 

この認定期間により償却額の計算ができるのは             （連結）事業年度から
                         至平成  年  月  日 
  です。 
 

    

記 

 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名  

細 目 （ 個 々 の 資 産 ） ・ 資 産 の 種 類 残 存 使 用 可 能 期 間 

 月

  

 

(付記事項) 

この認定を受けた減価償却資産につき認定申請書に記載した事実と異なることとなった場合

には、速やかに、その旨及びその事実と異なることとなった事項の詳細を記載した書類を納税地

の所轄税務署長に提出してください。 

 
 
 

 
この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました。 

    

 
 

 

 

19．06 改正                              （法１３２３）  

（

規

格

Ａ

４

） 

法第     号 

納
税
地

 
平成  年  月  日 

法
人
名

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長       

財務事務官           

○印    

 

堅ろう建物等の残存使用可能期間の認定通知書 

 
   貴法人から平成  年  月  日付で申請があった堅ろう建物等の残存使用可能期間につい 

 

ては、下記のとおり認定したので通知します。 

 
                         自平成  年  月  日 

この認定期間により償却額の計算ができるのは             （連結）事業年度から
                         至平成  年  月  日 
  です。 
 

    

記 

 

申請の対象が連結子法人の場合 対象法人名  

細 目 （ 個 々 の 資 産 ） ・ 資 産 の 種 類 残 存 使 用 可 能 期 間 

 月

  

(付記事項) 

この認定を受けた減価償却資産につき認定申請書に記載した事実と異なることとなった場合

には、速やかに、その旨及びその事実と異なることとなった事項の詳細を記載した書類を納税地

の所轄税務署長に提出してください。 

 
 
 

この通知に係る処分は、  国税局の職員の調査に基づいて行いました。 

    

 
 

 

 

17．03 改正                              （法１３２３） 

（

規

格

Ａ

４

） 
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sano
長方形



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 
 

 

堅ろう建物等の残存使用可能期間の認定通知書 

 

１ 使用目的 

「堅ろう建物等の残存使用可能期間の認定通知書」(法 1323)は、償却可能限度額に達した減価償却資産の償却の基

礎となる期間の認定申請（堅ろう建物等の残存使用可能期間の認定申請）について、その認定の通知をする場合に使

用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 

「自 平成  年  月  日 
               の空白箇所には、堅ろう建物等の残存使用可能期間の 
  至 平成  年  月  日」 

認定決議書の「承認した残存使用可能期間により償却限度額の計算を行う最初の（連結）

事業年度」を記入する。 

 なお、連結事業年度の括弧書は不要の場合は抹消する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 

対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

の法人名を記入する。 

調 査 担 当 者 
 「この通知に係る処分は、 国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所に

は、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教 示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 

 

（同 左） 

 

堅牢な建物等の残存使用可能期間の認定通知書 

 

１ 使用目的 

「堅牢な建物等の残存使用可能期間の認定通知書」(法 1323)は、当該資産の取得価額の 100 分の 95 相当額に達し

た減価償却資産の償却の基礎となる期間の認定申請（堅牢な建物等の残存使用可能期間の認定申請）について、その

認定の通知をする場合に使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 

「自 平成  年  月  日 
               の空白箇所には、堅牢な建物等の残存使用可能期間の 
  至 平成  年  月  日」 

認定決議書の「承認した残存使用可能期間により償却限度額の計算を行う最初の（連結）

事業年度」を記入する。 

 なお、連結事業年度の括弧書は不要の場合は抹消する。 

申 請 の 対 象 が 

連結子法人の場合 

対象法人名は、申請に係る資産を有する法人が連結子法人の場合のみ、その連結子法人

の法人名を記入する。 

調 査 担 当 者 
 「この通知に係る処分は、 国税局の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所に

は、調査担当者の所属国税局名を記入する。 

教 示 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人の

納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

なお、申請に係る事項の全部について承認する場合には、教示文を送付しない。 

 

（以下省略） 
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sano
長方形



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 
 法第     号 

納 
税 

地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長       

財務事務官           

○印    

 

堅牢な建物等の残存使用可能期間の変更通知書 

 
   平成  年  月  日付  法第   号の堅牢な建物等の残存使用可能期間の認定については、 

 

法人税法施行令第61条の２第５項及び同令第155条の６の規定に基づき、その認定に係る資産の全部又は一

 

部について下記のとおりその残存使用可能期間を変更します。 

 
   変更後の残存使用可能期間による償却限度額の計算は、平成  年  月  日の属する（連結） 

 
事業年度以後の各（連結）事業年度について適用されます。 
 

記 

 

変更の対象が連結子法人の場合 対象法人名  

変   更   の   対   象 

細 目 （ 個 々 の 資 産 ） ・ 資 産 の 種 類 
変 更 後 の 残 存 使 用 可 能 期 間 

 月

 

変更の基因となった事由 

 
 
 

 
この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。 

 

 
 

 

 

19．06 改正  

（

規

格

Ａ

４

） 

法第     号 

納
税

地

 
平成  年  月  日 

法
人
名

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長       

財務事務官           

○印    

 

堅ろう建物等の残存使用可能期間の変更通知書 

 
   平成  年  月  日付  法第   号の堅ろう建物等の残存使用可能期間の認定については、 

 

法人税法施行令第61条第６項及び同令第155条の６の規定に基づき、その認定に係る資産の全部又は一 

 

部について下記のとおりその残存使用可能期間を変更します。 

 
   変更後の残存使用可能期間による償却限度額の計算は、平成  年  月  日の属する（連結） 

 
事業年度以後の各（連結）事業年度について適用されます。 
 

記 

 

変更の対象が連結子法人の場合 対象法人名  

変   更   の   対   象 

細 目 （ 個 々 の 資 産 ） ・ 資 産 の 種 類 
変 更 後 の 残 存 使 用 可 能 期 間 

 月

変更の基因となった事由 

 
 
 

この通知に係る処分は、   国税局の職員の調査に基づいて行いました。 

 

 
 

 

 

17．03 改正  

（

規

格

Ａ

４

） 
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sano
長方形



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 
 

 

 

堅牢な建物等の残存使用可能期間の変更通知書 

 

１ 使用目的 

「堅牢な建物等の残存使用可能期間の変更通知書」は、堅牢な建物等の残存使用可能期間の認定について、その認

定した残存使用期間の変更の通知をする場合に使用する。 

 

（以下省略） 

 

 

堅ろう建物等の残存使用可能期間の変更通知書 

 

１ 使用目的 

「堅ろう建物等の残存使用可能期間の変更通知書」は、堅ろう建物等の残存使用可能期間の認定について、その認

定した残存使用期間の変更の通知をする場合に使用する。 

 

（同 左） 
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sano
長方形



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

欠損金の繰戻しによる還付請求書の記載要領等 
（ 単 体 申 告 用 ） 

１ この請求書は、次に掲げる場合に使用してください。 

(1) 法人税法（以下「法」といいます。）第 80 条第１項の規定によって各事業年度において生じた欠損金額をそ

の事業年度開始の日前１年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻し、法人税額の還付を請求する場合

  (注) 法第 80 条第１項の規定は、平成４年４月１日から平成 20 年３月 31 日までの間に終了する各事業年度に

おいて生じた欠損金額については、次の(2)及び(3)の欠損金額を除き、適用されませんからご注意くださ

い。（租税特別措置法第 66 条の 13） 

(2) 法第 80 条第４項の規定によって次に掲げる解散等の事実（以下「解散等の事実」といいます。）が生じた

 場合に、当該事実が生じた日前１年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生

じた欠損金額をこれらの事業年度開始の日前１年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻し、法人税額の

還付を請求する場合 

イ 解 散（適格合併等による解散を除く。） 

ロ 事業の全部の譲渡 

ハ 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続の開始 

 ニ 事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡（これらの事実が生じたことにより繰越欠損金の損金

算入の適用を受けることが困難となると認められるものに限る。） 

ホ 民事再生法の規定による再生手続開始の決定 

（削 除） 

 

(3) 租税特別措置法第 42 条の４第６項に規定する中小企業者に該当する法人の設立の日として租税特別措置法

施行令第39条の24第１項で定める日を含む事業年度の翌事業年度から当該事業年度開始の日以後５年を経過

する日を含む事業年度までの各事業年度において生じた欠損金額をその事業年度開始の日前１年以内に開始

したいずれかの事業年度に繰り戻し、法人税額の還付を請求する場合 

 

（以下省略） 

 

欠損金の繰戻しによる還付請求書の記載要領等 
（ 単 体 申 告 用 ） 

１ この請求書は、次に掲げる場合に使用してください。 

(1) 法人税法（以下「法」といいます。）第 80 条第１項の規定によって各事業年度において生じた欠損金額をそ

の事業年度開始の日前１年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻し、法人税額の還付を請求する場合

  (注) 法第 80 条第１項の規定は、平成４年４月１日から平成 20 年３月 31 日までの間に終了する各事業年度に

おいて生じた欠損金額については、次の(2)から(4)の欠損金額を除き、適用されませんからご注意くださ

い。（租税特別措置法第 66 条の 12） 

(2) 法第 80 条第４項の規定によって次に掲げる解散等の事実（以下「解散等の事実」といいます。）が生じた

 場合に、当該事実が生じた日前１年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生

じた欠損金額をこれらの事業年度開始の日前１年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻し、法人税額の

還付を請求する場合 

イ 解 散（適格合併等による解散を除く。） 

ロ 事業の全部の譲渡 

ハ 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続の開始 

 ニ 事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡（これらの事実が生じたことにより繰越欠損金の損金

算入の適用を受けることが困難となると認められるものに限る。） 

ホ 民事再生法の規定による再生手続開始の決定 

(3) 租税特別措置法第66条の12第２項に規定する設備投資等による欠損金額をその欠損金額が生じた事業年度

開始の日前１年以内に開始したいいずれかの事業年度に繰り戻し、法人税額の還付を請求する場合 

(4) 租税特別措置法第 42 条の４第６項に規定する中小企業者に該当する法人の設立の日として租税特別措置法

施行令第39条の24第１項で定める日を含む事業年度の翌事業年度から当該事業年度開始の日以後５年を経過

する日を含む事業年度までの各事業年度において生じた欠損金額をその事業年度開始の日前１年以内に開始

したいずれかの事業年度に繰り戻し、法人税額の還付を請求する場合 

 

（同 左） 
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